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厚生労働科学研究費（障害者政策総合研究事業） 

総括研究報告書 

 

「精神保健医療従事者による、新型コロナウイルス感染症や自然災害等に起因した心のケアに対する心理

的アセスメント及び応急処置介入方法の適切な提供体制の構築と、それに伴うメンタルヘルスの維持向上

に資する研究」 
 

研究責任者 中尾智博（九州大学病院 教授）        

分担研究者 村山桂太郎（九州大学病院 助教） 

分担研究者 西大輔（東京大学大学院 教授） 

分担研究者 堀之内徹（北海道大学病院 助教） 

 

研究要旨 
本研究の目的は、①マニュアル令和 2年度版を使用するための研修会（以下、「web 研修会」

と略す）の受講者において、心理的応急処置の知識ならびに相談者への対応に関する自己効力

感が変化したかどうかの調査すること②研修会の受講者を対象にマニュアル令和 2 年度版の

問題点について調査することであった。全国の精神保健医療機関でメンタルヘルス相談を実施

している者を対象者として、「マニュアル令和 2 年度版を使用するための研修会」を実施し、

その研修会前、研修会後、研修会から６ヶ月後にアンケートを実施した。研修会により、相談

員における相談に対する自信が上昇することが示唆された。また、COVID-19 の感染者数の増

加と重症者の減少により、マニュアル令和 2年度版の心理的トリアージによる対応の項目は、

現状とは一致しなくなっていることが示唆された。 

 

 

 

Ａ.研究目的 

我々の研究組織は令和2年度厚生労働行政推進

調査事業費補助金を得て、精神保健医療従事者に

よる、新型コロナウイルス感染症に起因した心の

ケア（心理的アセスメントや心理的介入技法）の実

態把握と課題抽出を実施し、本邦の状況に対応し

た「新型コロナウイルス流行下におけるメンタル

ヘルス問題への対応マニュアル」（以下、「マニュア

ル令和 2年度版」と略）を作成した。 

本研究の目的は以下の二つであった。 

①マニュアル令和 2 年度版を使用するための研修

会（以下、「web 研修会」と略す）の受講者におい

て、心理的応急処置の知識ならびに相談者への対

応に関する自己効力感が変化したかどうかの調査 

②研修会の受講者を対象にマニュアル令和 2 年度

版の問題点について調査。 

 

Ｂ.研究方法 

 以下の B.1., B.2.による方法について実施し

た。 
B.1. 新型コロナウイルス感染症や自然災害に対

応した精神保健医療従事者のための心理的初期介

入技法の効果検証 
「『新型コロナウイルス流行下におけるメンタ

ルヘルス問題への対応マニュアル』使用するため

の研修会」の受講者を対象者とし、研修会の直前、

直後、6ヶ月後に電気通信回線を通じたテレビ電話

（Zoom）上でアンケートによる調査を行った。 

Web 講習前と Web 講習後におけるアンケートの

質問内容は、①心理学的応急処置に関する知識、②

事例に対する対処法の選択の設問とその対処法を

どの程度自信をもって選択しているのか、とした

（資料 1 および 2）。また６ヶ月後のアンケートで

は、上記項目に加えて、「マニュアル」を使用した

際の問題点を研究参加者が自由記載する項目を追

加した（資料 3）。 

評価方法は①心理学的応急処置に関する知識に

ついては正誤問題への正解数、②事例への対処法

に対する自信については参加者の自己評価で点数

（10 点満点が非常に自信がある、０点が全く自信

がない、とする）をつけてもらい、その点数をもっ

て評価した。 

B.2. 国内外における新型コロナウイルス感染症

や自然災害に対応した精神保健医療従事者のため

の心理的応急処置介入方法の調査 
 新型コロナウイルス感染症や自然災害に対応し

た精神保健医療従事者のための心理的応急処置介

入方法について、海外の文献的調査を行い国内の
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現状と比較した。 

Ｃ.研究結果 

 1. 新型コロナウイルス感染症や自然災害に対

応した精神保健医療従事者のための心理的初期介

入技法の効果検証について 
令和 3年度〜令和 4年度において計 3回の研修

会を開催した（令和 4年度は一回開催）。受講者

は、「オンラインメンタルヘルスケア KOKOROBO」

において相談業務にあたっている心理士と精神科

医、全国の精神保健福祉センターにおいてメンタ

ルヘルス相談の相談業務を実施している職員、

「看護職のメンタルヘルス web 事業」の相談員で

あった。計 3回の研修会への参加者の総数は 77

名であり、マニュアルの効果検証研究に参加した

者は 48 名であった。以下に 48 名を対象に実施し

たアンケート調査の結果を示した。 

精神保健福祉センター勤務の者は 25 名、相談業

務専属の者は 8 名、非常勤の者が 9名であった。

相談業務でリモート相談を受けている者は 22名

であり、もっとも使用頻度が高い媒体は、電子メ

ールが 15 名、Zoomが 3 名、Skype が 1名、その

他・不明が 2名であった。 

心理学的応急処置（Psychological First Aid: 

PFA）がどのようなものかを知っていると回答し

た者が 33 名で、そのうち PFAの研修を受けたこ

とがある者が 13 名、PFAを必要時に使用している

と回答した者が 15 名、PFAをどれくらい自信をも

って実行できるかという問いに対して 10点満点

で平均 5.86 点であった（0点：自信が全くない〜

10点：非常に自信がある）。 

RAPID-PFAについて知っていると回答した者が

14 名であり、そのうち RAPID-PFAの研修を受けた

ことがあると回答した者が４名、RAPID-PFAを必

要時に使用していると回答した者が 4 名、RAPID-

PFAをどれくらい自信をもって実行できるかとい

う問いに対して 10点満点で平均 2.36 点（0点：

自信が全くない〜10点：非常に自信がある）であ

った。 

災害に関するメンタルヘルスの問題とその対応

に関する知識の設問（100点満点）は、研修会前

の平均点が 46.75±1.3点、研修会後が 45.95±

0.98点であり差は認めなかった（t = 0.594, p = 

0.556）。事例問題二件に対する設問は、心理的ト

リアージの正解率は研修会前は事例 1 が 48%、事

例 2 が 65%だったのに対して、研修会後には、そ

れぞれ 56%と 88%と上昇していた。また、事例へ

の対応に対する自信の高さは事例 1 が研修会前で

は 4.4点、研修会後が 5.5点と有意に上昇してい

た（t =- 4.137, p = 0.000）。事例 2 では研修会

前が 4.5点、研修会後が 5.7点と有意に上昇して

いた（t = -3.922, p = 0.000）。 

6 ヶ月後のアンケートへの回答は 34 名であっ

た。 

直接対面以外（オンラインによる相談）を実施

している者は 34 名中 20 名であった。研修会以降

にマニュアルを使用して相談業務をおこなった者

は 34 名中 12名であった。マニュアルの項目で最

も参考頻度が高かった項目は、「メンタルヘルス

トリアージ」であり（7 名）、次いで、「メンタル

ヘルスを維持するための予防的な取り組み」が 4

名であった。 

マニュアルの改善すべき点（自由記載）では、

「トリアージ」において「COVID-19 関連の病気を

本人・家族が罹患した」という項目は、「精神保

健機関に依頼が望ましい」となっているが、罹患

者数が著しく多いため、本トリアージは当てはま

らない、という意見、ならびに COVID-19 による

直接的な身体的侵襲よりも、罹患者の増加による

職場の多忙さ、転職がうまくいかない、といった

副次的な影響がメンタルヘルスに影響を及ぼして

いる、との意見があった。 

事例 1 および 2への対応の正確さは、研修会直

前と６ヶ月後、研修会直後と 6ヶ月後で有意差を

認めなかった。事例 1〜２に対する上記対応への

自信の強さは、研修会直前と比較して有意に上昇

を認めていた（事例 1-1, t = -3.376, p = 

0.002; 事例 1-3, t = 3.595, p = 0.001,事例 2-

1, t =3.164, p = 0.004; 事例 2-3, t = 3.792, 

p = 0.001)。）研修会直後との比較では有意差を

認めなかった（事例 1-1, t = 0.858, p = 0.398; 
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事例 1-3, t = 0.579, p = 0.567; 事例 2-1, t = 

0.52, p = 0.607, 事例 2-3, t = 1.235, p = 

0.227） 。 

 

C.2. 国内外における新型コロナウイルス感染症

や自然災害に対応した精神保健医療従事者のため

の心理的応急処置介入方法の調査 
自然災害に対応した PFAの研究について文献調査

を実施したところ、以下の研究報告が明らかにな

った。 

フィリピン、モンゴル、ネパール等の 5 カ国 10 件

の災害で生じた158箇所の避難所において計16768

人の子供を対象に実施した、PFAの要素を含む 5日

間にわたる急性期の心理的介入プログラムを実施

したところ、子供たちの外傷に関連した機能や幸

福が改善したほか、自然災害に対する介入に限る

と、発災後から介入開始までの期間による効果の

差はなく、どの段階でもよい効果をもたらしたと

の結果であった(Simonds EA, 2022)。また、中国・

廬山地震 (2013) で被災した 304 人の子供 (9-17

歳) を 4 年間追跡調査したところ、被災直後に学

校で心理的介入を受けたり、定期的にメンタルヘ

ルスに関する授業を受けたり、個別にカウンセリ

ングを受ける機会を得た結果、子供らの PTSD 症状

は時間経過とともに低下傾向を認め、レジリエン

スを得られたと判断される者が半数以上を示した

(Cheng J, 2019)。さらに、スマトラ沖地震の津波

に被災した直後にノルウェーに避難した家族を対

象とした質的研究では、被災のショックによって

子供の精神症状を十分に観察することができなか

った親が多かったことを示し、保護者をサポート

することが、ひいては災害後の子どもたちの支援

につながるという、PFAにおける早期介入の必要性

が裏付けられた(Hafstad GS, 2012)。 

いずれの研究も、発災直後から長期にわたって被

災者のメンタルヘルスの回復をサポートする際に

必要とされている、安全・安心感を与える、落ち着

かせる、自己効力感の回復を促す、つながりを保つ、

希望が持てるように支援する、といったポイント

を押さえた内容となっていた (Hobfoll SE, 2007)。 
 

Ｄ.考察 

 本研究により、マニュアル令和 2年度版につい

ての研修会に参加することで心理的トリアージの

正確さや相談者に対する対応への自信が増すこと

が示唆された。その効果は６ヶ月経過した後も維

持されていることが示唆された。 

令和 2年度マニュアルの項目内では、心理的ト

リアージの項目がもっとも相談業務で使用されて

いた。COVID-19 の感染者数の増加と重篤化の割合

が減少するに従い、心理的トリアージの項目では

一部変更をした方がよいことが示唆された。 

 本邦では、感染症パンデミックが生じたのは

1918年から 1920年にかけての新型インフルエン

ザウイルス（「スペイン風邪」）以来である。

COVID-19 によるパンデミックが世界保健機構によ

り宣言された令和 2年 3月の時点は、本感染症が

未知のものであったことから、国民は非常に大き

な心理的ストレスを受けた。マニュアル令和 2年

度版はそのような状況で作成されたものであっ

た。科学技術の発展により、直接人と人とが会わ

なくても話すことが技術的に可能となっていたた

め、インターネットを介した業務の需要が飛躍的

に増加した年ともいえる。 

未知の感染症パンデミックによる人々の心理的

負荷により、精神保健機関に対する相談は不安や

抑うつ、睡眠障害といった内容の相談が発生した

が、これまで相談員はその対応についての標準的

マニュアルが実装されていない状況であった。マ

ニュアル令和 2年度版は、そのような新興感染症

パンデミック下で使用されることを想定して作成

された。本研究による研修会にてマニュアル令和

2年度版の使用方法を相談員に普及させたこと

は、相談員自身が自身の対応に対しての自信の上

昇につながった。このことは相談員自身のメンタ

ルヘルスの維持にも寄与する可能性が推測され

た。 

本研究からは、令和 2年度版を作成してから 2

年が経過し、COVID-19 の病態が軽症化したことか

ら、心理的トリアージの項目は一部変更を行った

方がよいことが考えられた。 

 本研究の限界点は、1番目として、研修会参加

者との比較対象となるコントロール群が無いこと

であった。仮にコントロール群をおいた場合、同

群は、研修会を受けずに半年間相談業務を行うこ

とになるため、時間的な制約と倫理的な問題によ

り、コントロール群を置くことは困難であった。

２番目として、研究参加者の人数の少なさが挙げ

られる。研修会への参加者は 77 名であったが、

研究参加者数は 48 名、6ヶ月後のアンケート回答
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者が 34 名と当初の計画よりも少なかった。研究

の参加は任意であるために仕方がなかったが、研

究参加者には謝礼を渡すといった工夫が必要であ

ったかもしれない。 

本研究結果を令和４年度版マニュアルの改訂に

反映させた。（資料４）。 

 

Ｅ.結論 

マニュアル令和 2年度版を使用するための研修

会を受講することで、相談員が相談者への対処に

ついて自信をもって対処できるようになったこと

が示唆された。 

 

F．健康危険情報 

 無し。 

 

G.研究発表 

1.論文発表 

 なし。 

2.学会発表 

中尾智博：COVID-19 によって⽣じたメンタル
ヘルス問題の現状と対応. 第 118 回⽇本精神神経
学会学術総会委員会シンポジウム 23（精神医学研
究推進委員会）「COVID-19 パンデミックがもた
らしたもの−感染拡⼤最前線および⻑期的展望」, 
2022.6.17, 福岡. 
 村⼭桂太郎, 「COVID-19 は感染者の精神⾯にど
のような影響を与えたか」. 第 118 回⽇本精神神経
学会学術⼤会,シンポジウム 31. 2022 年 6 ⽉ 16 日 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む。） 

1.特許取得 

 無し。 

2 実用新案登録 

 無し。 

3.その他 

 無し。 
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（資料1) 『新型コロナウイルス流行下におけるメンタルヘルス問題への対応マニュアル』を使用するた

めの研修会」受講者における心理的応急処置の知識と自己効力感の変化に関する調査のアンケート調査用
紙 

  

【研修会直前のアンケート】 

 

1.  

 

1.1 あなたの所属先を選択してください 

精神保健福祉センター  その他 

 

1.2 あなたがお持ちの資格について選択してください（複数回答可能） 

保健師 看護師 医師 精神保健福祉士 公認心理士 その他 

 

1.3 あなたが現在行っている相談業務は専属ですか、それとも他の業務との併任ですか？ 

  専属 併任 

 

1.4 あなたの相談業務の経験年数（過去の職場での経験を含む）を教えてください。 

  （  ）年 

 

1.5 あなたの勤務形態は非常勤ですか？常勤ですか？ 

 常勤  非常勤 

 

1.6 あなたは電話やメール、zoom といった映像を伴った遠隔相談のようなリモート相談（「直接対面相談」

以外の相談業務を指します）を現在していますか？ 

 はい いいえ 

  

「はい」を選んだ方は 1.7.1 以降の質問にご回答ください。 

  「いいえ」を選んだ方は 2.以降の質問にすすんでください。 

 

1.7.1 「電話」を除くリモート相談で最も使用頻度が高いものをご記入ください 

 （自由記載） 

  例：電子メール 

 

1.7.2 ご自身が 1.7.1 に記載した相談方法が「対面相談」と「電話相談」と比較して良い点、悪い点を

教えてください。 

 （自由記載） 

 例１）メールだと自分のペースで回答できる。 

例 2）メールだと文章を打ち込むのに時間がかかり、電話と比べて相談者とのやりとりに時間がかかる。 

 

2. 

 

2.1 心理的な不調に対する対処（介入）方法をどのように学んできましたか？（複数回答可能） 

 a. 書籍  

b. 研修会やワークショップ  

c. 同僚や上司からの指導 

d. インターネットからの情報 

e. その他（自由記載） 

 

 

2.2 サイコロジカルファーストエイド（ psychological first aid、以下 PFAと略します）がどのような
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ものか知っていますか？ 

 はい いいえ 

  

はいの方は 2.2.1 に進んでください いいえの方は 2.3 に進んでください。 

2.2.1 PFAの研修を受けたことがありますか？ はい いいえ 

2.2.2 PFAを必要時には使用していますか？ はい いいえ 

2.2.3 PFAをどれくらい自信をもって実行できますか？  

0（自信が全くない）〜10点（非常に自信がある）で （  ）点 

 

引き続き 2.3 に進んでください 

 

2.3 RAPID-PFAについて知っていますか？ 

 はい いいえ 

 はいの方は 2.3.1 に進んでください。いいえの方は 3.に進んでください。 

2.3.1 RAPID-PFAの研修を受けたことがありますか？ はい いいえ 

2.3.2 RAPID-PFAを必要時に使用していますか？ はい いいえ 

2.3.3 RAPID-PFAをどれくらい自信をもって実行できますか？  

0（自信が全くない）〜10点（非常に自信がある）で （  ）点 

 

3.以下の文章の正誤について〇（正）または×（誤）でご回答ください。 

 

3.1 精神保健福祉センターは、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るために全国 47都道府県

に 1ヶ所ずつ、国内に計 47ヶ所設置されている。（ ） 

 

3.2日本における年間自殺者数は、COVID-19 流行前の 10年間は減少傾向をたどり、現在約２万人程度であ

る。（ ） 

 

3.3 精神保健福祉センターに COVID-19に関するメンタルヘルス相談を行った者の種別は、感染者＞感染者

の家族＞一般住民＞医療者の順に多かった。（ ） 

 

3.4 従来型の PFAは一般人が用いることを前提にしていたのに対して、RAPID PFAは主に精神保健医療従事

者が用いることを想定している。（ ） 

 

3.5 精神保健福祉センターに寄せられた相談内容が精神症状（うつ、不安、不眠など）に該当する場合、そ

の程度によらず原則ただちに医療機関に紹介する。（ ） 

 

3.6 RAPID PFAを実施する際には、1人 1人にかける時間を短縮するため、相談者との関係構築より症状評価

を優先する。（ ） 

 

3.7 RAPID PFAを実施した後は、フォローのため必ず医療機関に紹介すべきである。（ ） 

 

3.8 RAPID PFAは心理的介入を主たる内容とするが、まず食料や水、そして安全が確保されていることを確認

する必要がある。（ ） 

 

3.9 RAPID PFA には、非合理的な思い込みを持った相談者に対する判断や解釈などといった認知再構築の実

践も含まれる。（ ） 

 

3.10 支援者は、たとえ自身が支援に疲れていても、まず相談者との約束を優先すべきである。（ ） 

 

3.11 トリアージでは、一度判断したらその後は判断しなおさない方がよい。（ ） 

 

3.12 感染症に罹患していなくても、その対応や治療に関わった人は不安や、気分の落ち込み、焦りなどの症

状が出現する事がある。（ ） 
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3.13 トリアージをおこなった本人に責任が生じる可能性がある。（ ） 

 

3.14 トリアージは担当者ひとりで行い、担当者以外の者には原則として相談はしない方がよい。（ ） 

 

3.15 「将来どうしたらいいかわからない」と極度の混乱があれば、トリアージは「赤」（可能であれば精神

医療機関に依頼、相談する対応が望ましい）である。（ ） 

 

3.16 オンライン相談では、現実的でないと思われるような内容でも、大変な状況にあることやつらい気持ち

を受け止めて、ねぎらいを伝えるよう心がける。（ ） 

 

 

3.17 メール相談や SNS相談では、インターネットのリンク情報を送ることができるため、関連する情報はで

きるだけ多く伝えるようにする。（ ） 

 

 

3.18 相談や質問が明確な場合には、情報や回答を端的に返信するよう心がける。（ ） 

 

 

3.19 相談者の困っていることを中心に話を聞きながら、身体的健康や安全、心理的な苦痛、認知機能、感情、

対人的・物質的資源などについてアセスメントを行う。（ ） 

 

 

3.20 相談員自身が自分のセルフケアを保てるよう、ミーティングやスーパーバイズの機会を設けることが大

切である。（ ） 

 

3.21 リラクゼーション法のひとつである漸進的筋弛緩法とは、瞑想をすることで筋肉をリラックスさせる

方法である。（ ） 

 

3.22 抑うつ気分に対して取り入れられる介入のうち「行動活性化」とは、軽度の有酸素運動プログラムを生

活に取り入れることを指す。（ ） 

 

3.23 入眠困難が続いていても、日中に眠気が生じていなければ「不眠症」ではない。（ ） 

 

3.24男性にとってビール 500ml とワイングラス 2杯の飲酒量は「生活習慣病のリスクを高める量」となる。

（ ） 

 

3.25就寝直前に入浴を行うとリラックス効果が期待でき、入眠もスムーズとなる。（ ） 

 
 

 

4.次の事例を読んで 4.1.1 以降を御回答ください。 

 

【事例 1 】 Aさん 40歳代 女性 夫と子供一人の三人暮らし。事務職を 20年。 

 電話での相談。声の様子は緊張があるようだがしっかりとした口調。相談内容は、この一ヶ月の間、眠

れないことと、なんとなく気持ちが落ち着かない感じが続いており、どのように対応したら良いか、とい

うことであった。 

 元来の睡眠時間は７時間。三ヶ月前に同僚が新型コロナウイルス陽性となり、ホテルで隔離となった。

微熱は出たものの数日で解熱し、検査陰性になり隔離は終了となった。Aさんは検査陰性であったが、濃

厚接触者として自宅待機となっていた時期があった。 

Aさんの睡眠は、一ヶ月ほど前から 4時間ほどになったという。布団に入ってもなかなか眠れず、ゴロゴ
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ロしながら、音楽を聴いたり、スマートフォンを見て過ごしているという。日中は昼食後に眠気が強まる

ため、仕事の昼休みに眠るようにしている。仕事をしているときは問題ないが、帰宅後はなんとなく落ち

着かない感じがするので、今まで以上に家事をして対応している。家事をしているとそのような感じは忘

れているという。仕事や家事はこれまでと同様にできていて問題はない。休日は、スポーツジムに通って

充実感を感じることはできている。食欲は問題無し。便通も問題無し。 

 

 4.1.1 Aさんに対して、あなたはどの程度自信をもって対応できますか？ 

        0〜10点で最もあてはまる点数を選んでください。 

0（自信が全く無い）〜10点（非常に自信をもって対応できる）で （  ）点 

 

 

 4.1.2 Aさんの相談に対して、あなたは以下のどの対応を選びますか？ 

a. 精神科医療機関を早急に受診するように Aさんに伝える（必要に応じて精神科医療機関を紹介する） 

b. 精神科医療機関を受診した方がよいと Aさんに伝える。 

c. 精神保健福祉センターで定期的に相談対応を行う旨を Aさんに伝える 

d. 経過観察として、何かあれば再度電話するように Aさんに伝える。 

 

 4.1.3 あなたは上記の対応にどの程度自信をもっていますか？ 

    0〜10点で最もあてはまる点数を選んでください。 

  0（自信が全く無い）〜10点（非常に自信がある）で （  ）点 

 

  

【事例 2】 Bさん 30歳代 女性 

 Bさんはうつ病の既往（20歳代）がある方です。うつ病は寛解となり医療機関での治療は 10年以上前

に終了しています。新型コロナウイルス感染症流行により緊急事態宣言が発出されて以降、Bさんは「な

んとなく不安な感じ」を自覚したため、地元の精神保健福祉センターに相談の電話をかけてきました。相

談員の判断でしばらく精神保健福祉センターにてサポートしていくことになりました。 

ここ数回の相談では、睡眠障害や抑うつ気分はなく、週に数回のパートも問題なくでき、これまでの趣

味である海外ドラマの視聴も相応に楽しめています。 

B さんは「ふとした時になんとなく不安な気持ちになることがあります。そんな時に不安を少しでも軽

減できればいいのですが・・。」と話されます。 

 

4.2.1 Bさんに対して、あなたはどの程度自信をもって対応できますか？ 

        0〜10点で最もあてはまる点数を選んでください。 

0（自信が全く無い）〜10点（非常に自信をもって対応できる）で （  ）点 

  

 

4.2.2 Bさんの相談に対して、あなたは以下のどの対応を選びますか？？  

a. Bさんの話を支持的な対応で静かに聞き、積極的な助言は行わない。 

b. Bさんが楽しめている海外ドラマを見るように勧めてみる。 

c. センターでのサポートは困難と判断し、精神科医療機関の受診を勧める。 

d. 不安に関する心理教育を行ってみる。 

 

4.2.3 あなたは上記で選択した回答にどの程度自信をもっていますか？ 

０（自信が全く無い）〜10（非常に自信がある）で（  ）点 

 

 

5. あなたのお名前と連絡先となるメールアドレスをご記入ください。 

（6ヶ月後に実施するアンケートの案内をさせていただくためです） 

 

 

アンケートは終了です。 

研修会が始まるまで、お待ちください。 
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（資料2）『新型コロナウイルス流行下におけるメンタルヘルス問題への対応マニュアル』を使用するため
の研修会」受講者における心理的応急処置の知識と自己効力感の変化に関する調査のアンケート調査用紙 

【研修会直後のアンケート】 

 

1.以下の文章の正誤について〇（正）または×（誤）でご回答ください。 

 

1.1 精神保健福祉センターは、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るために全国 47都道府県

に 1ヶ所ずつ、国内に計 47ヶ所設置されている。 

 

1.2日本における年間自殺者数は、COVID-19 流行前の 10年間は減少傾向をたどり、現在約２万人程度であ

る。 

 

1.3 精神保健福祉センターに COVID-19に関するメンタルヘルス相談を行った者の種別は、感染者＞感染者

の家族＞一般住民＞医療者の順に多かった。 

 

1.4 従来型の PFAは一般人が用いることを前提にしていたのに対して、RAPID PFAは主に精神保健医療従事

者が用いることを想定している。 

 

1.5 精神保健福祉センターに寄せられた相談内容が精神症状（うつ、不安、不眠など）に該当する場合、

その程度によらず原則ただちに医療機関に紹介する。 

 

1.6 RAPID PFAを実施する際には、1人 1人にかける時間を短縮するため、相談者との関係構築より症状評

価を優先する。 

 

1.7 RAPID PFAを実施した後は、フォローのため必ず医療機関に紹介すべきである。 

 

1.8 RAPID PFAは心理的介入を主たる内容とするが、まず食料や水、そして安全が確保されていることを確

認する必要がある。 

 

1.9 RAPID PFAには、非合理的な思い込みを持った相談者に対する判断や解釈などといった認知再構築の実

践も含まれる。 

 

1.10 支援者は、たとえ自身が支援に疲れていても、まず相談者との約束を優先すべきである。 

 

1.11 トリアージでは、一度判断したらその後は判断しなおさない方がよい。 

 

1.12 感染症に罹患していなくても、その対応や治療に関わった人は不安や、気分の落ち込み、焦りなどの

症状が出現する事がある。 

 

1.13 トリアージをおこなった本人に責任が生じる可能性がある。 

 

1.14 トリアージは担当者ひとりで行い、担当者以外の者には原則として相談はしない方がよい。 

 

1.15 「将来どうしたらいいかわからない」と極度の混乱があれば、トリアージは「赤」（可能であれば精神

医療機関に依頼、相談する対応が望ましい）である。 

 

1.16オンライン相談では、現実的でないと思われるような内容でも、大変な状況にあることやつらい気持ち

を受け止めて、ねぎらいを伝えるよう心がける。 

 

 

1.17 メール相談や SNS相談では、インターネットのリンク情報を送ることができるため、関連する情報は

できるだけ多く伝えるようにする。 
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1.18 相談や質問が明確な場合には、情報や回答を端的に返信するよう心がける。 

 

 

1.19 相談者の困っていることを中心に話を聞きながら、身体的健康や安全、心理的な苦痛、認知機能、感

情、対人的・物質的資源などについてアセスメントを行う。 

 

 

1.20 相談員自身が自分のセルフケアを保てるよう、ミーティングやスーパーバイズの機会を設けることが

大切である。 

 

1.21 リラクゼーション法のひとつである漸進的筋弛緩法とは、瞑想をすることで筋肉をリラックスさせる

方法である。 

 

1.22抑うつ気分に対して取り入れられる介入のうち「行動活性化」とは、軽度の有酸素運動プログラムを生

活に取り入れることを指す。 

 

1.23 入眠困難が続いていても、日中に眠気が生じていなければ「不眠症」ではない。 

 

1.24 男性にとってビール 500ml とワイングラス 2杯の飲酒量は「生活習慣病のリスクを高める量」となる。 

 

1.25 就寝直前に入浴を行うとリラックス効果が期待でき、入眠もスムーズとなる。 

 
 

 

3.次の事例を読んで 3.1.1 以降を御回答ください。 

 

【事例 1 】 Aさん 40歳代 女性 夫と子供一人の三人暮らし。事務職を 20年。 

 電話での相談。声の様子は緊張があるようだがしっかりとした口調。相談内容は、この一ヶ月の間、眠

れないことと、なんとなく気持ちが落ち着かない感じが続いており、どのように対応したら良いか、とい

うことであった。 

 元来の睡眠時間は７時間。三ヶ月前に同僚が新型コロナウイルス陽性となり、ホテルで隔離となった。

微熱は出たものの数日で解熱し、検査陰性になり隔離は終了となった。Aさんは検査陰性であったが、濃

厚接触者として自宅待機となっていた時期があった。 

Aさんの睡眠は、一ヶ月ほど前から 4時間ほどになったという。布団に入ってもなかなか眠れず、ゴロゴ

ロしながら、音楽を聴いたり、スマートフォンを見て過ごしているという。日中は昼食後に眠気が強まる

ため、仕事の昼休みに眠るようにしている。仕事をしているときは問題ないが、帰宅後はなんとなく落ち

着かない感じがするので、今まで以上に家事をして対応している。家事をしているとそのような感じは忘

れているという。仕事や家事はこれまでと同様にできていて問題はない。休日は、スポーツジムに通って

充実感を感じることはできている。食欲は問題無し。便通も問題無し。 

 

 3.1.1 Aさんに対して、あなたはどの程度自信をもって対応できますか？ 

        0〜10点で最もあてはまる点数を選んでください。 

0（自信が全く無い）〜10点（非常に自信をもって対応できる）で （  ）点 

 

 3.1.2 Aさんの相談に対して、あなたは以下のどの対応を選びますか？ 

a. 精神科医療機関を早急に受診するように Aさんに伝える（必要に応じて精神科医療機関を紹介する） 

b. 精神科医療機関を受診した方がよいと Aさんに伝える。 

c. 精神保健福祉センターで定期的に相談対応を行う旨を Aさんに伝える 

d. 経過観察として、何かあれば再度電話するように Aさんに伝える。 
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 3.1.3 あなたは上記の対応にどの程度自信をもっていますか？ 

    0〜10点で最もあてはまる点数を選んでください。 

  0（自信が全くない）〜10点（非常に自信がある）で （  ）点 

 

  

【事例 2】 Bさん 30歳代 女性 

 Bさんはうつ病の既往（20歳代）がある方です。うつ病は寛解となり医療機関での治療は 10年以上前

に終了しています。新型コロナウイルス感染症流行により緊急事態宣言が発出されて以降、Bさんは「な

んとなく不安な感じ」を自覚したため、地元の精神保健福祉センターに相談の電話をかけてきました。相

談員の判断でしばらく精神保健福祉センターにてサポートしていくことになりました。 

ここ数回の相談では、睡眠障害や抑うつ気分はなく、週に数回のパートも問題なくでき、これまでの趣

味である海外ドラマの視聴も相応に楽しめています。 

B さんは「ふとした時になんとなく不安な気持ちになることがあります。そんな時に不安を少しでも軽

減できればいいのですが・・。」と話されます。 

 

3.2.1 Bさんに対して、あなたはどの程度自信をもって対応できますか？ 

        0〜10点で最もあてはまる点数を選んでください。 

0（自信が全く無い）〜10点（非常に自信をもって対応できる）で （  ）点 

 

 

 

3.2.2 Bさんに対してあなたは以下のどの対応を行いますか？  

e. Bさんの話を支持的な対応で静かに聞き、積極的な助言は行わない。 

f. Bさんが楽しめている海外ドラマを見るように勧めてみる。 

g. センターでのサポートは困難と判断し、精神科医療機関の受診を勧める。 

h. 不安に関する心理教育を行ってみる。 

 

3.2.3 あなたは上記で選択した回答にどの程度自信をもっていますか？ 

０（自身が全く無い）〜10（非常に自信がある）で（  ）点 

 

4.あなたのお名前をご記入ください 

 

アンケートは終了です。 

 

六ヶ月後にアンケートのご案内をさせていただきます。 

その際は回答のご協力をどうぞよろしくお願いします。 
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（資料3）『新型コロナウイルス流行下におけるメンタルヘルス問題への対応マニュアル』を使用するため
の研修会」受講者における心理的応急処置の知識と自己効力感の変化に関する調査のアンケート調査用紙 

【研修会から６ヶ月後のアンケート】 

 

1.  
 

1.1 現在、電話やメール、zoom といった映像を伴った遠隔相談のような「直接対面相談」以外の面接を現

在していますか？ 

 はい いいえ 

 

 

2. 「新型コロナウイルス流行下におけるメンタルヘルス問題への対応マニュアル（以下「マニュアル」と略）」

について 

 

2.1  6ヶ月前に開催された研修会以降、「マニュアル」を使用して相談業務を行いましたか？ 

 はい  いいえ 

 

 はいの方は 2.2.1 に進んでください。 いいえの方は 2.3.に進んでください。 

 

2.2.1 「マニュアル」で最も参考した頻度が高かった項目は以下のどれですか？ 

 a. 心理的応急処置（PFA）について 

  b. オンラインによるメンタルヘルス相談 

 c. メンタルヘルス・トリアージ（スクリーニング） 

 d. メンタルヘルスを維持するための予防的な取り組み 

 e. メンタルヘルスに不調が生じた際の認知行動療法による対応方法 

 

2.2.2 上記で回答した項目は実際にどれくらい役に立ちましたか？ 

 0（全く役に立たなかった）〜5（まあまあ役に立った）〜10（非常に役に立った） 

 （  ）点 

 

2.2.3 「マニュアル」の内容について、改善するべき点がありましたらご記載ください（自由記載） 

 

 

終わりましたら 3.に進んでください。 

 

2.3 「マニュアル」を使用しなかった方への質問です。 

  

2.3.1 マニュアルを使用しなかった理由であてはまるものを下記から選択してください。 

a. マニュアルの内容が現場の実状と合わないから。 

 a.を選択した方は、どのような点が実情と合わないか教えてください。 

 （自由記載） 

b. マニュアルの内容が煩雑過ぎるから。 

 b.を選択した方は、マニュアルのどの点が煩雑か、教えてください。 

 （自由記載） 

c. これまでの行なってきた対応で特に問題が発生しておらず、マニュアルの必要性を感じないから。 

 c.を選択した方は、以下の質問に御回答ください。 

2.3.1.1 研修会前から行っていたあなたの対応は心理学的応急処置（Psychological First Aid, PFA）

に基づいた対応ですか？ 

  はい いいえ 

d. その他 

d.を選択した方は理由を教えてください。 

（自由記載） 
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終わりましたら 3.にお進みください。 

 

3.以下の文章の正誤について〇（正）または×（誤）でご回答ください。 

 

3.1 精神保健福祉センターは、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るために全国 47都道府県

に 1ヶ所ずつ、国内に計 47ヶ所設置されている。（ ） 

 

3.2日本における年間自殺者数は、COVID-19 流行前の 10年間は減少傾向をたどり、現在約２万人程度であ

る。（ ） 

 

3.3 精神保健福祉センターに COVID-19に関するメンタルヘルス相談を行った者の種別は、感染者＞感染者

の家族＞一般住民＞医療者の順に多かった。（ ） 

 

3.4 従来型の PFAは一般人が用いることを前提にしていたのに対して、RAPID PFAは主に精神保健医療従事

者が用いることを想定している。（ ） 

 

3.5 精神保健福祉センターに寄せられた相談内容が精神症状（うつ、不安、不眠など）に該当する場合、そ

の程度によらず原則ただちに医療機関に紹介する。（ ） 

 

3.6 RAPID PFAを実施する際には、1人 1人にかける時間を短縮するため、相談者との関係構築より症状評価

を優先する。（ ） 

 

3.7 RAPID PFAを実施した後は、フォローのため必ず医療機関に紹介すべきである。（ ） 

 

3.8 RAPID PFAは心理的介入を主たる内容とするが、まず食料や水、そして安全が確保されていることを確認

する必要がある。（ ） 

 

3.9 RAPID PFA には、非合理的な思い込みを持った相談者に対する判断や解釈などといった認知再構築の実

践も含まれる。（ ） 

 

3.10 支援者は、たとえ自身が支援に疲れていても、まず相談者との約束を優先すべきである。（ ） 

 

3.11 トリアージでは、一度判断したらその後は判断しなおさない方がよい。（ ） 

 

3.12 感染症に罹患していなくても、その対応や治療に関わった人は不安や、気分の落ち込み、焦りなどの症

状が出現する事がある。（ ） 

 

3.13 トリアージをおこなった本人に責任が生じる可能性がある。（ ） 

 

3.14 トリアージは担当者ひとりで行い、担当者以外の者には原則として相談はしない方がよい。（ ） 

 

3.15 「将来どうしたらいいかわからない」と極度の混乱があれば、トリアージは「赤」（可能であれば精神

医療機関に依頼、相談する対応が望ましい）である。（ ） 

 

3.16 オンライン相談では、現実的でないと思われるような内容でも、大変な状況にあることやつらい気持ち

を受け止めて、ねぎらいを伝えるよう心がける。（ ） 

 

 

3.17 メール相談や SNS相談では、インターネットのリンク情報を送ることができるため、関連する情報はで

きるだけ多く伝えるようにする。（ ） 
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3.18 相談や質問が明確な場合には、情報や回答を端的に返信するよう心がける。（ ） 

 

 

3.19 相談者の困っていることを中心に話を聞きながら、身体的健康や安全、心理的な苦痛、認知機能、感情、

対人的・物質的資源などについてアセスメントを行う。（ ） 

 

 

3.20 相談員自身が自分のセルフケアを保てるよう、ミーティングやスーパーバイズの機会を設けることが大

切である。（ ） 

 

3.21 リラクゼーション法のひとつである漸進的筋弛緩法とは、瞑想をすることで筋肉をリラックスさせる

方法である。（ ） 

 

3.22 抑うつ気分に対して取り入れられる介入のうち「行動活性化」とは、軽度の有酸素運動プログラムを生

活に取り入れることを指す。（ ） 

 

3.23 入眠困難が続いていても、日中に眠気が生じていなければ「不眠症」ではない。（ ） 

 

3.24男性にとってビール 500ml とワイングラス 2杯の飲酒量は「生活習慣病のリスクを高める量」となる。

（ ） 

 

3.25就寝直前に入浴を行うとリラックス効果が期待でき、入眠もスムーズとなる。（ ） 

 

 

 

4.次の事例を読んで設問に御回答ください。 

 

 4.1 【事例 1】 Aさん 40歳代 女性 夫と子供一人の三人暮らし。事務職を 20年。 

 電話での相談。声の様子は緊張があるようだがしっかりとした口調。この一ヶ月の間、眠れないことと、

なんとなく気持ちが落ち着かない感じがあって、どのように対応したら良いか相談してきた。 

 元来の睡眠時間は７時間。三ヶ月前に同僚が新型コロナウイルス陽性となり、ホテルで隔離となった。

微熱は出たものの数日で解熱し、検査陰性になり隔離は終了となった。Aさんは検査陰性であったが、濃

厚接触者として自宅待機となっていた時期があった。 

Aさんの睡眠は、一ヶ月ほど前から 4時間ほどになったという。布団に入ってもなかなか眠れず、ゴロゴ

ロしながら、音楽を聴いたり、スマートフォンを見て過ごしているという。日中は昼食後に眠気が強まる

ため、仕事の昼休みに眠るようにしている。仕事をしているときは問題ないが、帰宅後はなんとなく落ち

着かない感じがするので、今まで以上に家事をして対応している。家事をしているとそのような感じは忘

れているという。仕事や家事はこれまでと同様にできていて問題はない。休日は、スポーツジムに通って

充実感を感じることはできている。食欲は問題無し。便通も問題無し。 

 

4.1.1 Aさんに対して、あなたはどの程度自信をもって対応できますか？ 

       0〜10点で最もあてはまる点数を選んでください。 

0（自信が全く無い）〜10点（非常に自信をもって対応できる）で （  ）点 

 

 

4.1.2 Aさんの相談に対して、どのような対応を選びますか？ 

a. 精神科医療機関を早急に受診するように Aさんに伝える（必要に応じて精神科医療機関を紹介する） 

b. 精神科医療機関を受診した方がよいと Aさんに伝える。 

c. 精神保健福祉センターで定期的に相談対応を行う旨を Aさんに伝える 

d. 経過観察として、何かあれば再度電話するように Aさんに伝える。 

 

4.1.3 あなたは上記の対応をどの程度自信をもって行えますか？  
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 0（自信が全くない）〜10点（非常に自信がある）で （  ）点 

 

  

4.2【事例 2】 Bさん 30歳代 女性 

 Bさんはうつ病の既往（20歳代）がある方です。うつ病は寛解となり医療機関での治療は 10年以上前

に終了しています。新型コロナウイルス感染症流行により緊急事態宣言が発出されて以降、Bさんは「な

んとなく不安な感じ」を自覚したため、地元の精神保健福祉センターに相談の電話をかけてきました。相

談員の判断でしばらく精神保健福祉センターにてサポートしていくことになりました。 

ここ数回の相談では、睡眠障害や抑うつ気分はなく、週に数回のパートも問題なくでき、これまでの趣

味である海外ドラマの視聴も相応に楽しめています。 

B さんは「ふとした時になんとなく不安な気持ちになることがあります。そんな時に少しでも軽減でき

ればいいのですが・・。」と話されます。 

 

4.2.1 Bさんに対して、あなたはどの程度自信をもって対応できますか？ 

       0〜10点で最もあてはまる点数を選んでください。 

0（自信が全く無い）〜10点（非常に自信をもって対応できる）で （  ）点 

 

 

4.2.2  Bさんに対してあなたはどのような対応を行いますか？  

i. Bさんの話を支持的な対応で静かに聞き、積極的な助言は行わない。 

j. Bさんが楽しめている海外ドラマを見るように勧めてみる。 

k. センターでのサポートは困難と判断し、精神科医療機関の受診を勧める。 

l. 不安に関する心理教育を行ってみる。 

 

4.2.3 あなたは上記で選択した回答にどの程度自信がありますか？ 

０（自信が全く無い）〜10（非常に自信がある） 

 

 

  

ご回答いただき、ありがとうございました。 
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資料 4 令和 4年度版新型コロナウイルス流行下におけるメンタルヘルス問題への対応マニュアル 

 
第１章 
1. 研究対象施設に対するアンケート調査の結果 
私たちは今回マニュアルを作成するにあたり、まず今どのような相談が精神保健福祉センターや精神科医療

機関に寄せられているかの調査研究を実施しました。2020年 10月から 12月にかけて全国1000箇所の精

神保健福祉センター、大学病院精神科、総合病院精神科、精神科クリニック、精神科病院にアンケートを送付

し、寄せられている相談の内容や相談に対してどのような対応を行っているかについて回答してもらいまし

た。この研究の実施にあたっては九州大学の研究倫理審査委員会の承認（許可番号：2020-452）を得ていま

す。 
1.1 基本情報 

回答が得られた施設は、計249施設（回収率24.9%）、内訳は精神保健福祉センター55カ所、大学病院・

総合病院67カ所、精神科クリニック84カ所、単科精神科病院43カ所でした。以後のデータは、精神保健

福祉センター55カ所（MH群）とそれ以外の精神科医療機関計194カ所（PU群）を対比する形で呈示しま

す。 

まず、COVID-19 に関連する相談を受けたか否かについて、MH群は53カ所（96%）が相談を受けたこと

があるのに対し、PU群は 84カ所（43％）にとどまり、本邦における相談の窓口は精神保健行政機関が中心

になっていることがわかります。MH群は電話での相談を53カ所（相談を受けた施設の100%）と全施設が

行い、1 月から 10 月に施設平均で 236 件と多くの電話相談を受けていました。一方、対面相談や受診によ

る対応は15カ所（同28%）、平均11件にとどまり、電話相談への対応が主体でした。一方のPU群は電話

相談は 22 カ所（同 26%）にとどまるものの、対面相談や受診による対応は 80 カ所（同 95%）、つまり相

談があった施設のほとんどで行われており、PU群は相談自体は少ないものの、相談があった場合は多くの場

合対面診察による対応が行われていることがわかります。 

次に月別の相談件数では、COVID-19 が報告され始めた 1 月は全ての施設で相談はなく、MH 群は 2 月、

3 月と徐々に相談が増え始め、感染者数の急増によって日本における緊急事態宣言が発令された 4 月と 5 月

には MH 群では施設平均 50 件／月を超える相談が寄せられるようになりました。その後は感染数の減少に

伴って徐々に減り、10月は平均18件／月となっています（図１）。相談の絶対数が少ないPU群では月ごと

の増減は目立たず、毎月各施設平均１件程度です。 

 相談者の年代別では、40 代と 50 代からの相談が多くみられており、相談者の性別では、MH 群は女性

152件、男性87件、PU群は女性6件、男性3件と女性からの相談が多い傾向を認めました。 
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1.2. 相談内容についての情報 

相談内容（複数回答可）としては、MH群は、感染そのものに関するもの、感染による差別、人間関係、仕

事や経済的な問題、精神的な問題と多岐にわたっていました。一方、PU群は精神的な問題に集中していまし

た。そして両群ともに、精神的な問題の相談は８～９割の施設が経験しており、顕著なものでした（図２）。 

 精神的問題の内訳は、多い順に不安（MH：84件、PU:5 件）、抑うつ気分・意欲低下（MH：24件、PU:4

件）、対人関係・子ども関係（MH：20件、PU:1 件）、心身不調（MH：19件、PU:3 件）、不眠（MH：13

件、PU: 4 件）、イライラ感・怒りっぽい（MH：12件、PU:2 件）、飲酒量増加（MH：10件、PU:0.3 件）、

と続きました（図３）。 

緊急性が高いと判断される相談は、MH 群で 15 ヶ所（28%）、PU 群では 28 ヶ所（33%）が経験してお

り、平均相談件数はMH群 5.6 件、PU 群 4.3 件でした。決して数は多くありませんが、より専門的な精神

科治療を必要とするケースが一定数発生していることがわかります。このことから、既存の災害時のメンタ

ルヘルストリアージシステムを、COVID-19 の状況に対応したものとして構築する必要性があると思われま

す。 
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1.3. 心理的介入に関する情報 
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心理的介入は、MH群では 22 ヶ所（相談を受けた施設の 41%）、PU群では 61 ヶ所（同 72%）が実施し

ていました。心理的介入を行った症状について、MH群では不眠、うつ、依存、PTSD、など種々の症状への

介入がみられました。一方PU群では不安、不眠、うつの順に介入が行われていました。 

心理的介入の内容について、MH群では健康相談（介入あり 22 ヶ所のうち 59%）、パンフレット利用（同

53%）、勉強会開催（同32%）、個人カウンセリング（同40%）、グループカウンセリング（同13%）と様々

な対応が行われており、医療機関への紹介（同63%）も多くみられました。少数ですがサイコロジカルファ

ーストエイド（同9%）も実施されていました。PU群では支持的傾聴（介入あり61ヶ所のうち75%）と個

人カウンセリング（同 36%）が大半を占め、一部の施設がサイコロジカルファーストエイド（同 7%）を実

施していました（図４）。 

介入回数と期間については施設によってバラツキが大きく、MH群では１回のみが５ヶ所（介入あり 22 ヶ

所のうち 23%）ある一方、10回以上または 3ヶ月以上行った施設も７ヶ所（同 32%）ありました。PU群

に関しては１回のケースは２ヶ所（介入あり 61 ヶ所のうち 3%）と少なく、2～4 回または 1 ヶ月未満 13

件（同 21%）、5～9回または3ヶ月未満23件（同 38%）、10回以上または3ヶ月以上16件（同 26%）、

と状況に応じて幅広い対応が行われているようでした。 

災害時の応急的心理介入として有効とされるサイコロジカルファーストエイド（PFA）を導入している施設

もありましたが少数にとどまり、これは自然災害とは異なる要素が大きいことや、従来型のPFAは一般人が

用いることを前提にしたものであることも影響していることが考えられます。今後、精神医療従事者による、

より専門的な介入を考慮に入れた rapid-PFA をベースに、COVID-19 に特化した PFAの構築が必要と考え

られました。 
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1.4. リモート相談 

リモート相談については、MH 群は 53 ヶ所中 42 ヶ所（79%）と多くの施設が実施していました。PU 群

では84ヶ所中 17ヶ所（20%）の実施にとどまっていました。相談対象者は、MH群では患者（74%）、家

族（69%）、地域住民（79%）など多様でしたが、相談件数としては地域住民からのものが多くを占めていま

した。PU群は件数が少ないものの、患者、家族からが多く、総合／大学病院では院内のスタッフからの相談

も見受けました。リモート相談の周知方法は、MH群においてホームページ（86%）、広報誌（52%）、ポス

ター（43%）と続きます。相談内容は多岐にわたっており、MH 群における患者からの相談をみると、人間

関係（家族・友人・同僚）の困難（65%）、精神症状（抑うつ症状）について（55%）、偏見や差別（55%）、

自身が感染することへの不安・恐怖（50%）、家族や同僚などに感染させてしまう不安・恐怖（50%）、とい

った相談がみられていました。この結果を見ると、COVID-19 の影響は直接的なものにとどまらず、我が国

における社会システムそのものにも大きな影響を与えていることがわかります。精神保健福祉センターに寄

せられたリモート相談の件数を相談者の種別にまとめたものを図に示します（図５）。 
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第２章 
RAPID-psychological first aid (PFA)の紹介 
 
研究分担者：堀之内徹（北海道大学） 
研究協力者：大矢希（京都府立医科大学）、香田将英（岡山大学）、安藝森央（京都大学）、入來晃久（大阪精
神医療センター）、吉田和史（京都大学）、小川雄右（京都大学） 
 
 
1. Johns Hopkins Guide to Psychological First Aid について 
1-1. 概要 
ここでは、2017 年に出版された最新の Psychological First Aid (PFA、心理的応急処置)である John 
Hopkins Guide to Psychological First Aid (RAPID-PFA)の内容を紹介します。PFAは、災害などの危機的
状況によって心理的苦痛を受けている人に対して、人道的、支持的、そして実際的な心理的支援を行う具体的
な方法論です。PFA の歴史は古く、第一次世界大戦中の戦争神経症への治療から始まったとされ、その後に
起きた様々な災害や戦争において適用されていく中で徐々にブラッシュアップされてきました。そのためこ
れまでに複数の組織から PFAガイドが発表されています。例えば、2006 年にアメリカ国立こどもトラウマ
ティック・ストレスネットワークとアメリカ国立PTSDセンターが合同で発表したもの（Brymer et al. 2006）
や、2011年に世界保健機関（World Health Organization: WHO）が発表したもの(WHO. 2011)が知られ
ており、そのどちらのPFAガイドも日本語に訳されています。 
 
1-2. RAPID-PFAの特徴 
RAPID-PFAは、エビデンスに基づいて理論が構成され、その検証も行っているという点で独創的なモデル
と言えます。著者らは、ストレスが人間に与える影響やストレス管理の分野における過去の文献を広くレビ
ューし、様々な仮設や臨床的定式化を考慮した上で RAPID-PFA の理論的基盤を構成しました。そしてその
効果検証として、1500人以上が参加した研究などでレジリエンスが向上したこと（Everly et al. 2014）、
またランダム化比較試験では深呼吸のみと比べて PFA の方が苦痛をより改善させることが分かっています
（Everly et al. 2016）。 
また、RAPID-PFA は従来の PFA と比べると、心理的トリアージを重視しています。影響を受けた人々の
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状態に優先順位を付け、緊急性も重要性も高い人には直ちに支援を開始する一方で、そうでない人にはレジ
リエンスによる回復を期待したり、不要な介入をすることによるリソースの無駄遣いを避けたりすることを
明示しています。 
さらに、RAPID-PFAは介入方法に認知行動療法（Cognitive Behavioral Therapy: CBT）の要素を取り入
れており、この点が従来のPFAと明確に分かれる点です。影響を受けた人々は不合理な思い込みや非現実的
な判断に至る場合があり、そのような考えを持っていることでさらに機能不全が強まることがあります。こ
のような場合に、認知リフレーミングを用いることで歪んだ思考の修正を手助けすることができます。
RAPID-PFA では通常の CBT セッションのように長時間・複数回に渡って CBT を実施することはしません
が、簡易で低強度のCBTを早い段階に実施することで、不合理な思い込みが固定化する前に介入することが
できます。 
このような特徴から、RAPID-PFA を「危機対応時における精神保健・心理社会的支援の介入ピラミッド」
(Inter-Agency Standing Committee 2007)に位置づけると、図4-1 のようになります。認知行動療法のア
プローチは、その専門性の高さから主に精神保健分野で精神科医を始めとした各専門家によって実施されて
おり、一方で、従来のPFAはプライマリケア分野の医療従事者や訓練を受けた市民によって担われてきまし
た。RAPID-PFAは、認知行動療法と従来のPFAのその丁度中間に位置しており、従来のPFAよりやや介入
の強度を上げることができるため、より専門的な支援を提供できると考えられます。 
 
 
2. Johns Hopkins Guide to Psychological First Aid 各章の紹介 
 
第一部 科学的な背景 
第 1章：PFAの定義と歴史 
第 2章：外傷体験における心理学的反応 現場で遭遇する状況 
第 3章：災害に端を発したPFAの概要 
 
第二部 PFAの実践 
（RAPID は、PFAのモデルを構成する各段階の頭文字から構成されています） 
第 4章：R (Rapport, Reflective listening) ― ラポールの確立と聞き返し 
第 5章：A (Assessment) ― 評価｜話を聞くこと 
第 6章：P (Psychological Triage, Prioritization) ― 心理的トリアージ｜優先順位付け 
第 7章：I (Intervention) ― 苦痛の軽減のための介入戦略 
第 8章：D (Disposition) ― 締めくくりと継続的ケアへのアクセスの促進 
第 9章：セルフケア｜他者のケアは自分自身のケアから始まり終わる 
 
 この本は第一部と第二部から構成されています。第一部では、まずPFAを定義し、そしてその歴史や変遷
を過去の災害や戦争を参照しながら PFA の科学的背景を説明しています。そして第二部では PFA の実践方
法について「R・A・P・I・D」の項目ごとに分かりやすく紹介しています。この頭文字から、この PFA は
RAPID-PFAとも呼ばれます。 
第二部の各章では、シナリオとしてPFA提供者のマットと、台風で被災したクレアという二人の具体的な
会話が示され、これを元に詳しく解説が加えられます。さらに、同じ段階でもクレアの症状が異なる複数のパ
ターンが用意されていたり、さらには避けるべき間違いも一緒に紹介されたりしているので、自分自身がPFA
を提供するときを具体的にイメージしやすい構成になっています。そして最後に、PFA を提供する中で自分
自身がネガティブな影響を受ける場合がありますが、セルフケアを実践することでその影響を受けないよう
にすることの重要性が語られています。 
 
2-1. 第一部 科学的な背景 
第 1 章 PFA の定義と歴史 
この章ではまず、PFAの概念が述べられています。PFAは、強いストレス因に暴露された直後から、急性
期の苦痛を軽減し、継続的なサポートやケアを行った上で、必要に応じて専門的治療に繋ぐように設計され
た、支持的なプログラムです。あくまで応急処置であり、診断や治療を必ず伴うものではないと強調されてい
ます。その発祥は第一次世界大戦以前にさかのぼり、これまで世界各国で支持されてきました。 
PFA の骨格は、ラポールの形成と聞き返し、評価、心理学的トリアージと優先順位付け、苦痛を軽減のた
めの介入、締めくくりと継続的ケアへのアクセスの促進、となっています。また、セルフケアおよび対人ケア
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はPFAにおける必須要素であると強調されています。 
Johns Hopkins 版の RAPID PFAモデルは、理論とエビデンスによって構築されている点、その上で経験
的に妥当性が検証されてきているという点で、他に類を見ないものです。 
 
 
第 2 章 外傷体験における心理学的反応、現場で遭遇する状況 
様々な現場でPFAを提供する人には、心的外傷後ストレス障害(post-traumatic stress disorder: PTSD)、
大うつ病、全般性不安障害、パニック障害、物質使用障害、心身ストレス反応といった疾患や状態が起きる場
合がありますが、この章ではその症候、反応の性質、一般的な有病率が説明されています。 
PFAの提供によって、被災した人の25%程度がその効果を感じることができると推定されています。災害
直後には高度なケアを必要になる一方で、多くの人がその体験から立ち直っているという事実も知られてい
ます。PFA を提供する者としては、ストレスによって様々な苦痛や機能不全が生じることを念頭においたう
えで、個々人が診断基準を満たすかよりも、個々人の症状が日常生活にどのような影響を及ぼしているかに
ついてよく検討するべきです。 
PFA の介入を実践するときに重要なのは、その出来事によって影響を受けた人々に何が起きたかというこ
とではなく、人々がそれをどのように受け取るか、という点です。なぜなら起きてしまったこと自体は変えら
れませんが、自分自身の反応はコントロールできる可能性があるからです。この考えを意識することで、どの
ようにすれば症状を軽減できるかということを理解しつつPFAを提供することに繋がります。 
 
 
第 3 章 災害に端を発した PFA の概要 
この章では、過去に人類が経験した自然災害、科学技術災害、人為的災害、戦争の284の報告に基づいて、
米国内での出来事を中心にその心理面における影響を紹介しています。自然災害としては、ハリケーン、地
震、津波などの事例から、その影響の程度は災害自体の強度や人口密度、警報システムによって変わることが
示されています。科学技術災害は、原子力発電所事故や原油流出事故など、危害を加える意図のなかった災害
と定義され、人為的災害は、地下鉄サリン事件、9.11 アメリカ同時多発テロ事件など、危害を加える意図の
ある災害と定義されています。科学技術災害や人為的災害は、自然災害より PTSD の有病率が高いことが知
られています。また戦争については、外傷性脳損傷や、PTSD・自殺・うつ病などの心理的影響があることが
レビューされています。 
これらの災害による心理的影響については、社会的なサポートや自己効力感、ストレッサーや精神疾患の
有無などの要因が関わることが明らかになっているため、PFA を提供する際にはこれらの要素を考慮するこ
とが重要です。 
 
2-2. 第二部 PFA の実践 
第 4 章 R (Rapport, Reflective listening) ― ラポールの確立と聞き返し 
ラポールとは、相互を信頼し合い、安心して自由に振る舞ったり感情の交流を行ったりできる関係が成立
している状態のことです。ラポールは、相手に寄り添うことから始まります。ラポールには、冷静さや自信に
裏打ちされた平常心と、心からの思いやりという共感性が必要です。そしてラポールを形成するときには、相
手のコミュニケーションのあり方が、認知的に寄っているのか、感情的に寄っているのかを認識しておく必
要があります。認知的な状態の人には情報を伝えることが重要で、感情的な状態の人にはケアやサポートが
必要です。 
そして聞き返しの技術は、ラポールの形成に役立ちます。聞き返しの目的は、理解されているのだと相手に
感じてもらうことです。その具体的な方法は様々なレベルのものがあり、例えば、うなずきなどの非言語的な
ものや、「はい」「なるほど」など短く返答するもの、相手が言ったことの言い換え、そして重要な部分の簡潔
な要約などの方法もあります。このような方法によって、今持っている感情を認めたり、それを受け入れやす
くしたり、混乱を軽減したり、希望を持てるように支援することになります。 
ラポールは、苦痛を感じている人が最も必要としているものであることもあるので非常に重要です。そし
て、効果的なPFAを行うためには、ラポールの確立は重要な前提条件になります。 
 
 
第 5 章 A (Assessment) ― 評価｜話を聞くこと 
評価は、ラポールの確立後に引き続いて行うもので、詳細な評価が必要かどうかふるい分けるスクリーニ
ングと、詳細な評価である吟味、という 2 つステップに分けられます。スクリーニングでは、相手に援助が
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必要だという根拠があるか、適応的な機能や能力が損なわれているか、精神症状・行動面における適応能力を
詳しく調べる必要があるか、について検討します。これらに一つでも問題がある場合、吟味のステップに移り
ます。 
吟味のステップでは、いまの状態が、苦痛という軽度のレベルでとどまっているか、機能不全のレベルに陥
っているかを判定するために、認知・感情・行動・精神・身体のそれぞれ面の徴候について確認します。機能
不全かどうかを多面的に評価することで、不必要な介入をしてしまうことを避けたり、また影響を受けた人々
が自然に改善するのを妨げないようにしたりできます。 
また、支援者が気をつけるべき点として、解決を急ぐあまり、相手が表現した反応を正常なものだと判定し
やすくなる場合があること、逆に相手の反応を病理的なものと捉えすぎてしまう場合があることが挙げられ
ています。 
 
 
第 6 章 P (Psychological Triage, Prioritization) ― 心理的トリアージ｜優先順位付け 
この章では心理的トリアージについて説明しています。PFA などの心理社会的サポートの必要性は、影響
を受けた人々の数、それぞれの症状、具体的なニーズなどの相対的な緊急性によって決まるため、それらに優
先順位を付ける必要があります。優先順位付けには、危機反応の 3 徴を知っておくことが役立ちます。これ
は、衝動的な行動の傾向、自身の行動の結果を理解する能力の低下、未来志向の急激な喪失や無力感、の3つ
からなっていて、これらによって日々の責任を果たす能力が損なわれることがあるというのが重要です。ま
た具体的なニーズとして、身体的に救急医療が必要ないか、水や食料が足りているか、安全が確保されている
か、という最も基本的なニーズを第一に満たす必要があります。その上で、トラウマに暴露された程度、罪悪
感、解離反応、抑うつ症状、人の遺体をみた体験、頭部外傷などから心理社会的なニーズを考える必要があり
ます。これらの項目は、精神疾患の発症や機能不全の予測因子として知られているため特に注意を向ける必
要があります。 
これらの観点から心理的トリアージを行い、緊急性も重要性も高くない人には介入は不要と判定します。
緊急性と重要性のどちらかだけ高い人にはその人の自然な回復力（レジリエンス）に期待しながら経過観察
し、状態が悪くなれば介入に移ります。そして緊急性も重要性も高い場合には直ちにPFAを提供する、とい
うことになります。 
心理的トリアージは第 5 章の「評価」の段階と分けるのではなく、継ぎ目なく統合して実施することが大
切です。 
 
 
第 7 章 I (Intervention) ― 苦痛の軽減のための介入戦略 
この章では、急性期の苦痛を軽減するための様々な介入方法が説明されています。まず基本的な介入とし
ては、食料や安全などの基本的なニーズを満たすこと、感情的な表出を促すことなどがあります。何がなぜど
んな風に起きたか解説したり、その状況で起きるのが一般的なストレス反応や一般的でないストレス反応を
説明したり（解説的ガイダンス）、今後起きる可能性のある反応の見込みを伝えるという方法（予測的ガイダ
ンス）もあります。 
認知的リフレーミングという介入は、認知行動療法を基盤としています。影響を受けた人々は、その苦痛の
せいで非合理的な思い込みを持ち、不正確な判断や非現実的な解釈に至ることがあります。こういった状況
では、認知的リフレーミングを行うことによって、人々がこれらの思考があることを理解し、自分の考えがど
れくらい現実的なのか評価し、歪んだ思考の修正を手助けすることができるようになります。認知的リフレ
ーミングは強力な手法ですが、適切でないタイミングで実施すると、言い争いになってしまうことがあるの
で注意が必要です。 
また、ストレスマネジメントとしては、7-9 時間の睡眠を取ること、バランスの良い食事で栄養を取りつつ
カフェインなどの有害物質の過剰摂取をさけること、呼吸法などでリラクゼーションを実践すること、週 5
日 30分以上の運動をすることなどが紹介されています。 
他にも、未来志向を持つこと、家族や友人の協力を得ること、重要な決断を先延ばしにすること、また信仰
に基づいた介入についても触れられています。なお、介入時の全般的な注意点として、守れない約束をしない
こと、人はそれぞれ反応の仕方が違うことなどが挙げられ、特に、自然な回復力（レジリエンス）を妨害しな
いようにすることが重要であると強調されています。 
 
 
第 8 章 D (Disposition) ― 締めくくりと継続的ケアへのアクセスの促進 
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RAPID の締めくくり段階は、フォローアップやより高次のケアへの紹介を除けば最後の介入になるため非
常に重要です。この段階では、苦痛や機能不全が軽減しつつある状況を、さらに補強するような介入が望まれ
ます。具体的には、前回までの面談の要点をまとめ、いまの状態を尋ね、次のステップのための計画を立てま
す。次のステップとして、その人が自立できていればフォローアップだけで良いでしょうし、やや心もとない
場合は友人・家族などのサポートを計画することが考えられます。希死念慮など緊急性が高い状態があれば、
救急隊による病院への搬送に付き添ったり、カウンセラーへ紹介したりすることも検討するべきです。締め
くくり段階の全体を通して、必要な場合は高次のケアへアクセスを躊躇しないように推奨すること、その人
が利用できるリソースにはどんなものがあるか認識しておくこと、そして希望や励ましの声掛けをすること
が重要です。 
 
 
第 9 章 セルフケア｜他者のケアは自分自身のケアから始まり終わる 
この章ではPFAの提供者は、影響を受けた人々との交流を通して自分自身も苦痛を経験する場合があるこ
と、そして対処法としてセルフケアが重要であることが示されています。 
例えば徴候として、喪失感を感じる、自分の欲求をおろそかにする、リフレッシュの時間がない、認められ
ていないと感じる、共感できなくなる、集中力が落ちる、いらいら・疲れ・不眠がある、物質の使用が増える、
人間関係が悪くなる、などが知られています。またこれらの状況によっては、燃え尽き（バーンアウト）、二
次的外傷性ストレスに至る場合もあります。これらのリスクファクターとして暴露の期間・頻度・種類があ
り、例えば家族によく似た人が被災しているのを目撃したなど、人によって影響の受け方が異なるため自分
自身の特徴をよく知っておくことが重要です。 
セルフケアでは、自分自身の心理的・身体的・精神的な欲求のバランスを調整します。より健康的になり、
機能的になれることを目指す一方で、セルフケアは生涯続くような長いスパンの実践であることを意識して
ください。具体的な方法としては、睡眠、バランスの良い食事、散歩、音楽を聞く、大笑いする、子供と遊ぶ、
仕事を引き受けすぎないなど様々ですが、自分にあったセルフケアの方法を実践することが大切です。また
組織的な実践方法としては、PFA 提供者の先輩からスーパーバイズをうける、お互いに心理状態をチェック
し合うバディシステムを構築する、などの方法もあります。 
 
 
（改訂はここから★） 
 
3. PFA は流行感染症や自然災害の際にどのように用いられてきたか 

3-1. 流行感染症下での PFA 
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を始めとした流行性感染症によって様々な精神的不調をきた

す可能性がありますが、PFAがそのような状況に対して効果があるのかどうか、オーバービューという手法
を用いて調べました。 
災害時に心理的苦痛を受けている人に対して研究に参加してもらうことへの倫理的配慮から、PFA の効

果を直接調べた研究は非常に限られます。ただし、PFA の提供者が PFA のトレーニングを受けたことでど
のような良い変化があったか、という点についてはいくつかの報告があります。 
まず、PFA のトレーニングを一日受けた医療従事者は、トレーニングを受けていない群に比べて、自己

効力感、コーピングスキル、レジリエンス、生活満足度、ソーシャルサポートが高まるということが分かっ
ています（Cheung. 2014）。また、PFAのトレーニングによって医療従事者自身が、人々の反応が理解で
きるようになる、感情をコントロールできるようになる、友人・家族・同僚との関係が良くなる、セルフケ
アが上手になる、といったポジティブな変化を実感するようになることも分かっています（De Jong. 2019）。
その他に、PFA のトレーニングは看護師などの医療従事者だけでなく宗教的指導者や検疫関係の仕事を持
つ人を対象としたり、対面でなく電話やビデオ通話などの手法で実施されたりするなど、幅広いセッティン
グで用いられていることが分かりました（UNICEF 2016, International Federation of Red Cross Red 
Crescent Societies 2019）。他にもPFA単独ではなくCBTやほかの治療介入と一緒に提供された報告も
あります（Waterman et al. 2018）。ただし、単発のPFAトレーニングより、高頻度・長期間継続する介
入の方がより効果的であるとする研究があることも知っておきましょう（Ottisova et al. 2022）。 
過去の研究から言えることとして、流行感染症状況でのPFAは有効性が少しずつ明らかになってきてい

ますが、その実践に関しては研究が少ないため今後も知見を蓄積することが重要です。特にRAPID-PFAに
ついてはその普及に向けて活動するとともに効果検証していくことが望まれます。また同時に、CBT や遠
隔心理支援についても流行感染症状況での効果検証をしていくことが必要です。 
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3-2. 自然災害下での PFA 
台風、豪雨、洪水、土砂災害、津波などの重大な災害に遭遇すると、恐怖、フラッシュバック、不安、抑

うつなどの苦痛を生じやすく、心的外傷後ストレス障害 (PTSD) は災害後のトラウマに直接関与している
と言われています。 
災害発災直後のPFA実施が、被災者に対して十分に効果があるということを、対照群の設定により示し

た研究は倫理的観点から実施されていませんが、災害発災後に心理的介入を行った研究はいくつかあり、こ
の場にて紹介します。 
フィリピン、モンゴル、ネパール等の5カ国 10件の災害で生じた158箇所の避難所において計16768

人の子供を対象に実施した、PFA の要素を含むような 5 日間にわたる急性期の心理的介入プログラムを実
施したところ、子供たちの外傷に関連した機能や幸福が改善したほか、自然災害に対する介入に限ると、発
災後から介入開始までの期間による効果の差はなく、どの段階でもよい効果をもたらしたとの結果でした
(Simonds EA, 2022)。また、中国・廬山地震 (2013) で被災した304人の子供 (9-17 歳) を 4年間追跡
調査したところ、被災直後に学校で心理的介入を受けたり、定期的にメンタルヘルスに関する授業を受けた
り、個別にカウンセリングを受ける機会を得た結果、子供らの PTSD 症状は時間経過とともに低下傾向を
認め、レジリエンスを得られたと判断される者が半数以上を示しました(Cheng J, 2019)。さらに、スマト
ラ沖地震の津波に被災した直後にノルウェーに避難した家族を対象とした質的研究では、被災のショックに
よって子供の精神症状を十分に観察することができなかった親が多かったことを示し、保護者をサポートす
ることが、ひいては災害後の子どもたちの支援につながるという、PFAにおける早期介入の必要性が裏付け
られることとなりました(Hafstad GS, 2012)。 
いずれの研究も、発災直後から長期にわたって被災者のメンタルヘルスの回復をサポートする際に必要

とされている、安全・安心感を与える、落ち着かせる、自己効力感の回復を促す、つながりを保つ、希望が
持てるように支援する、といったポイントを押さえた内容となっています (Hobfoll SE, 2007)。 
日本は、世界中で起きたマグニチュード6以上の地震の20.8%が発生するなど、世界有数の災害大国で

あることは周知の事実であり、いつ自分たちの住む街に災害が発生してもおかしくありません。そして、自
然災害の発災後に被災地に赴いて救援にあたる職種は、消防・警察・自治体職員・医療従事者・福祉従事者
など幅広く、その人たち自身も被災者でありながら支援にあたることも珍しくありません。日本に住む精神
医療従事者として、災害時に被災者の方に必要な支援を受けてもらえるように、日頃から PFA の訓練や啓
発など、準備につとめておく必要があるといえるのではないでしょうか。 
 
3-3. まとめ 
流行感染症や自然災害のもとでPFAがどのように用いられてきたのかを確認し、また心理的苦痛を受け

ている人や PFA 提供者において一定の効果が報告されていることを確認しました。近年では、ロシアによ
るウクライナへの侵攻という戦争状態における PFA の活用として、Friend. first aid というチャットボッ
トを用いたメンタルヘルスケアが4万人以上に利用されたという事例が報告されました（Frankova. 2022）。
このように、倫理的に十分配慮しつつも、様々な状況でのPFAの活用事例を集積することがPFAの有効性
を明らかにする上で今後も重要と考えられます。 
 

 
4. PFA の実践にあたって 
4-1. 提供者が PFA の実践時に気をつけるべきこと 
PFAの提供にあたっては、PFAの提供者が自分自身を精神的に充足させるために必要なものを理解してお
く必要があります。これは、自分自身を精神的に満たす方法をよく知らなければ、PFA の提供がスムーズに
進まなくなることが分かっているためです。また、PFAをスムーズに提供するには、PFAのトレーニングの
ための学習環境をきちんと用意すること、PFA が地域のニーズに合っていること、関係者と十分なコミュニ
ケーションを取ることが重要である、ということも分かっています。 
 そして、感染者が社会からどのように受け止められるかということも意識する必要があります。エボラ出
血熱の例では、退院後に地域住民から差別された事例（Estard et al. 2017, Denis et al. 2017）もあり、ス
ティグマの問題には敏感である必要があります。COVID-19 に感染した人についても、その感染に至った行
動が非難されたり、必要以上に行動制限を課されたり、仕事やキャリアに影響が出る可能性があり、さらには
本人だけでなく家族にも批判の矛先が向かう場合があります。そのため感染した人と関わる際にはこの苦し
みに留意すること、そして社会に対してはスティグマが減るように働きかけることが望まれます。 
 



 27 

 4-2. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対して、想定される PFA の使い方 
ここでは RAPID に沿って、COVID-19 に感染した人に対してどのように支援をするのかを考えてみまし
ょう。感染した人の訴えることとして、咳、発熱、筋肉痛、倦怠感、息切れ、嗅覚・味覚障害などの身体症状
に加えて、不安、抑うつ気分、不眠、いらいら、飲酒量の増加などの精神的不調についても語られる可能性が
あり、そして二次的な影響として家族と会えない、仕事に行けないなどの社会的な問題が起きるかもしれな
いことに留意しておく必要があります。さらにCOVID-19 は他の自然災害などと違って、感染者が他の人を
感染させてしまうかもしれないという性質があります。そのため、家族やほかの人にうつしてしまった罪悪
感や、今後うつしてしまうかもしれない不安が、他の災害などと比べて強く出現する可能性があることも意
識しておいたほうが良いかもしれません。 
まずはラポール（R）を確立するために、相手に寄り添い、共感を持って接します。咳の苦しさや今後の不
安を傾聴し、ときには話の内容を簡潔にまとめるなど聞き返しの技術を用いて、相手の話をきちんと理解し
ていることを伝えるようにします。うまくいっているときはこちらの返答に対して相手が「そうなんです」と
応えるなど、こちらが理解していることが伝わっているサインが出る場合があるので、これについて注意し
つつラポールの確立に努めます。 
評価（A）の段階としては、死にたいと口にする、必要以上に自分を責めるなど介入が必要な根拠がないか
をスクリーニングし、少しでも疑わしければ詳しく吟味します。吟味のステップでは、いまの状態が感染に伴
って自然に感じるような軽度の苦痛に留まるのか、不安のあまり何の行動もできないなど機能不全に至って
いるのかを判定します。認知・感情・行動・精神・身体からの多面的な評価として、例えば、集中力の低下や
解離症状などの認知の問題、いらいらやパニック発作などの感情の問題、食事量の変化やアルコールの多飲
などの行動の問題、信仰を疑うなどの精神的な問題、性欲の低下や胃腸機能の変化などの身体的な問題が出
ていないかどうか確認します。 
そして評価からの一連の流れで心理的トリアージ（P）も行います。まずは COVID-19 によって身体的な
医療が必要な状態になっていないか、ということは常に念頭に置く必要があります。自宅待機の場合では、水
や食料の確保も問題になるかもしれません。また安全性の確保としては連絡手段を確認しておくが重要です。
その上で、精神状態の緊急性・重要性を判断することになります。衝動的な行動として、過量服薬、手首自傷
などがあれば極めて緊急性も重要性も高いため、即座に病院受診を検討しましょう。また、投げやりになった
り自暴自棄になったりする言動があれば、重要性が高いといえるでしょう。優先順位がそこまで高くない場
合は、一般的な情報提供にとどめて本人のレジリエンスによる自然な回復に期待するという視点も重要です。
ある程度優先順位が高い場合は、介入（I）の段階に移ります。 
介入 (I) としては、いま置かれている精神的な状態を解説し、これがこの数日でどのように変化していく
のかという見通しを伝えます。身体症状と精神症状がよく結びついている場合は、身体症状の改善傾向に合
わせて今ある不安が徐々に改善していくだろうと伝えることもできます。CBTの技法として、例えば不安が
強い場合は、腹式深呼吸や漸進的筋弛緩法などを提供することも検討してください。ストレスマネジメント
としては、十分な睡眠、バランスの良い食事、カフェインの過剰を避けるなども重要です。感染のリスクから
家族や友人と直接交流することは難しいですが、この状態でも家族や友人とのつながりを感じられるような
工夫を一緒に考えるのも良いです。また対面での介入が難しければ、テレビ電話や通話アプリなどによる介
入も積極的に検討するべきです。一度の介入で問題がなくなることは少ないため、複数回で徐々に改善に導
くことを意識しましょう。 
そして締めくくり（D）として、励ましの声掛けをして将来への希望が持てるように働きかけます。前提情
報として、紹介できる医療機関がどこか、そこではどんなケアをしてくれるのか、COVID-19 感染者を受け
入れているかなど、地域の医療資源を把握しておくことが肝要です。また心構えとして、相手が紹介先へ相談
することを躊躇しても、その必要性を明確に伝え、必要な医療がきちんと提供されるように関わることが大
切です。具体的には、相談者が自分の世話ができるようになっていれば数日後や 1 週間後などフォローアッ
プの面談を設定しましょう。やや心もとなければ家族や友人からサポートが得られないか検討し、場合によ
ってはカウンセラーを紹介する場合もあり得ます。死にたいという訴えや、強い思考抑制で会話が全く進ま
ないなどの状態が発覚すれば、直ちに精神科医の受診につなげる必要があります。相手が躊躇したり、相談行
動をとれないときは、率先して連絡したり場合によっては紹介先へ付き添うことも検討してください。 
最後に、PFA を提供する期間全体を通して、セルフケアを忘れないようにしてください。自分自身が悪影
響を受けやすい条件を前もって想像しておいたり、趣味や家族との時間を先に予定表に書き込んでおいたり
することも有効です。また、同僚の医療従事者から心理状態のチェックを受けるなどの組織的な実践方法も
取り入れても良いかもしれません。 
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第５章 

1. メンタルヘルスを維持するための予防的な取り組み 
 アンケートの結果からも、新型コロナウイルスは私たちのメンタルにさまざまな影響をおよぼしているこ
とがわかります。この問題が収束するのはまだしばらくかかりそうであり、私たちはストレスに立ち向かい
ながら、生きていかなければなりません。その際に、どういった点に気をつければこころの不調を来さないで
すむのでしょうか。ここでは、普段生活を送る上で、こころの健康を保つために役立つ方法を、紹介したいと
思います。 
1.1. 生活リズムを整える 
 生活リズムが乱れると、なぜ体に不調が起こるのでしょうか。その大きな理由は、概日リズム（体内時計）
の持つ体への役割にあります。体内時計は「時計遺伝子」と呼ばれる遺伝子の作用によって正確なリズムを刻
んでいますが、不規則な生活を続けると、体内時計も狂ってしまい、結果として種々の不調が生じてきます。
体内時計を正常に動かし、健やかな体を保つためには規則正しい生活が欠かせません。「食事」「睡眠」「運動」
という3大要素を意識して、生活リズムを整えましょう。そのために、いくつかの注意点を記します。 
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・毎日決まった時間に起きる 
体内時計のずれをリセットするのには、朝起きる時間を一定にすることが重要です。なるべく、６-７時頃
に起きましょう。 
・起床後１時間以内に朝食をとる 
人の体調を整える自律神経は、コルチゾルやインスリンといった様々なホルモンバランスによって調節され
ています。起床後１時間以内、理想的には７時から７時半頃に朝食を取って、朝食内容に糖質とタンパク質を
しっかり組み込むことでより自律神経のバランスが向上します。 
・ランチは抜かずに、夕食は早め（18～19 時）に 
食事の間隔は約6時間が理想です。お昼を抜いてしまうと食事の間隔が空きすぎ、結果的に夕食を取り過ぎ
て血糖値が上がりやすくなります。血糖値が上がることでインスリン分泌量が増え、さらに遅い時間の夕食
によって脂肪の蓄積も起こりやすくなり、メタボの心配も出てきます。1 日 3 回の食事で、朝食、昼食、夕
食を決まった時間にバランスよく取ることで心身の調子は上向きます。 
 
1.2.睡眠をしっかりとる 
 睡眠は心身の健康を維持するための大切な要素です。十分な睡眠が取れないと疲労が蓄積します。何時間
の睡眠をとればよいのかは、個人差があり一概には言えません。大切なのは何時間寝たかではなく、質の良い
睡眠を取れたかどうかです。朝すっきり目覚めて、日中に体のだるさや眠気を感じない状態を維持できる睡
眠時間をしっかり確保しましょう。 
睡眠衛生指導として、以下の点に注意しましょう。 

• 日中、軽くてよいので運動を心がける。 
• お昼寝をする場合、昼過ぎに 15分程度を目安にとる。 
• 就床前の水分補給を避ける。 
• 就床の 6時間前にはカフェイン摂取を避ける。 
• 入眠のためにアルコールを用いない。 
• 快適で睡眠を促す睡眠環境を整える。 
• ベッドにスマホを持ち込まない。 
• 朝はアラームを使って、起床時刻を規則正しく保つ。 

 
1.3. 運動をする 
 コロナ禍において運動は不安やストレスを軽減し、メンタルヘルスを良好にする効果的な手段のひとつで
す。ウォーキングや筋トレなどの運動を行うと、血糖値や血圧が改善し、心血管疾患、脳卒中、2 型糖尿
病、肥満、腎臓病、がんなどによる死亡リスクが減少することが知られています。運動がもたらすメリッ
トはそれだけではなく、メンタルヘルスにも良い影響があらわれます。逆に、運動不足はメンタルヘルス
を悪化させる要因になります。 
 米国の約 120 万人を対象にした調査によると、運動をしている人は、運動をしていない人に比べ気分が
優れないと感じる日数が、月に約 1.5 日少なくなったとのことです。また運動を行うと、たとえ収入が少
なくても心理的な幸福感は同じレベルになることも分かりました。 
 運動は適度な量行うことがよいようです。具体的には、45 分間の運動を週 3～5回行うのがベストとい
う調査報告があります。ウォーキングなどの有酸素運動の他、ヨガやピラティス、太極拳もメンタルによ
い影響をもたらすことが分かっています。コロナウイルスの流行で運動する元気も失ってしまいがちです
が、適度な活動は、気分をよくする効果を持つことが明らかになっています。20～30 分程度の軽い運動
でよいので、取り組んでみましょう。 
 
1.4. アルコールとのつきあい方 
お酒（アルコール）は、そのものを味わうとともに、ストレス軽減や気分転換にも役立ちますし、人間関係
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を円滑にするのにも役立ちます。ただ、つきあい方をまちがうと心身の不調につながります。健康的な飲み方
を心がけましょう。 
１日の適度なアルコール量は、約20g、ビールなら中びん1本（500ml）、ウイスキーはダブルで1杯（60ml）、
日本酒では 1 合（180ml）程度です。ただし個人差が大きく、特に日本人はアルコール分解酵素の活性が弱
い人が多く（約４割の日本人）、その場合の摂取量はこれよりずっと少なくするべきです。アルコールを適切
に楽しむために以下の点に気をつけて飲みましょう。 
・空腹時のお酒は酔いやすく、胃腸にも悪いのでさけましょう。食事と一緒にゆっくり、楽しく味わってくだ
さい。 
・チェイサー（水）を用意して十分に水分をとるようにして、急激なアルコール濃度の上昇と脱水をさけまし
ょう。 
・深夜に至る深酒は避け、十分な睡眠をとるように心がけましょう。万一深酒した日は翌朝の運転はしては
いけません。 
・３日飲んだら１日休む、休肝日を設けて肝臓、体をいたわりましょう。 
・最近流行りのストロング系チューハイ（アルコール度数９％）には特に注意が必要です。安価で飲みやすい
ので人気ですが、あっという間に過剰なアルコールが体内に摂取されてしまいます。 
 

1.5. レジリエンスを高めるために 
精神医学や心理学の領域で用いられる用語に、レジリエンス(resilience)やネガティブケイパビリティ
（negative capability）という言葉があります。前者は、困難な状況に負けずなんとか適応し、回復する
ための精神的な能力のことを指し、後者は、全ての物事がすぐ解決できるものではないということを受け
入れ、耐える能力のことを指します。新型コロナ禍で対人交流も豊かには行えず、移動にも制限がかかり、
多くのストレスを受ける現在の生活でこれらの能力はとても大事になってきます。レジリエンスやネガテ
ィブケイパビリティと関連する心理特性として、肯定的で未来志向的な考え、感情をコントロールする能
力、興味や関心の多様性、忍耐力、などが挙げられます。決して投げやりにならず、規則正しい生活を送
り、適度な運動や趣味の活動を取り入れながら１日１日をていねいに過ごしていくことが大事になってき
ます。 
 

第６章 

6. メンタルヘルスに不調が生じた際の「認知行動療法（CBT）の考えに基づく対応方法」（以下、「CBT に
基づく対応方法」） 
 
6.1 このセクションについて 
  6.3 に記載されている「CBT に基づく対応方法」は、CBT の高度なスキルを持った専門家ではなくても
実施することができるように作られています。 
メンタルヘルス・トリアージで医療機関を受診する状態ではないと判断された相談者に対して精神保健福
祉センターの相談業務の範囲で使用される事を想定して、１回あたり15～20分程度、3～4回でひとつの問
題に対応できるように作られています。 
 
図 1 
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6.2 相談者への接し方の基本～具体的な問題に対処していく前に～ 
まずは相談者のつらさ・苦しさに共感することが大切です。その後にそのようなつらい気持ちの背景にあ
る相談者の「物事のとらえ方（認知）」や「行動」に対して相談者自身が向き合えるように援助者が手助け
をしていきます。 
  
• 「なぜ」ではなく「どのように」 

相談者の悩みに対して、援助者はつい「なぜ～」「どうして～」と質問しがちです。しかし、そのよう
な質問が続くと相談者は自分が責められているように感じる事があります。そのような質問に代わっ
て「どのような状況でその問題が起きたのでしょうか」「どのように対処していけばよいか一緒に考え
て行きましょう」と話が具体的な内容になるように質問しつつ、問題に対して相談者が主体性をもっ
て向き合えるように相談をすすめることが大切です。 

• 「わかりました」の伝え方 
 援助者はあいづちのつもりで「わかりました」と自然に言いがちです。しかし相談をしている立場
からすると、聴いてもらっている相手から「わかりました」と言われると、それ以上話しにくくなる
ものです。分かったことを伝えたい時は、「～という理解でよろしいですか」と伝えると、相談者から
のフィードバックを得ることができ、より相談内容の理解が進むでしょう。 

• 「相談者の気づきを助けるような質問」 
 上記項目の内容からの続きになりますが、相談者の話に対して、援助者が自分の理解を伝えるため
に「〇〇なんですね」とシンプルに伝えることがあるでしょう。しかし、「私は〇〇と考えた（理解し
た）のですが、どうでしょうか？（どう思いますか？）」と相談者が話した内容に対して相談者自身が
考えることを促すきっかけになるような伝え方をするとさらに良いでしょう。このような関わり方は
相談者自身が自分の問題に対して主体的に関わるための助けになります。 
 
参考文献：簡易型認知行動療法実践マニュアル. 大野裕 田中克俊 ストレスマネジメントネットワーク. 

 
6.3 具体的な問題への「CBT に基づく対応方法」 
 このセクションでは相談の内容が 1.不安、2.抑うつ気分、3.睡眠障害、4.アルコール飲料の多飲、であ
った場合に、援助者が具体的にどのように「CBTに基づく対応方法」を進めていけばよいか述べていきま
す。なお、それぞれの項目に記載されている技法は医療現場において有効性が報告されている技法ですが、
このマニュアルでは使用しやすいように簡略化しています。 
 

相談者から相談

医療機関へ紹介

精神保健福祉センターで対応を継続

CBTの考えに基づく⼼理的介⼊

• 1回 30分ほどの⾯談
• ３〜４回で終了

⼼理的トリアージ
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6.3-1 不安 
 このセクションでは相談の内容が主として「不安」であった場合に、「CBTに基づく対応方法」を用い
ながら援助者がどのように対応していけばよいかを説明します。 
このセクションは二つのステップから構成されています。第一ステップは「不安」とはどのような場面
で強まるものなのかを相談者に説明します。第二ステップは、不安を低減させるためのリラクゼーショ
ン法について説明し、相談者が実践できるように促していきます。 
 
挿入図 2  

 
第一ステップ） 
「不安」についての説明 
不安は①身体の緊張、②将来起こるかもしれない危険や最悪の状況に注意が向いた考え、によって強ま
ります。 
①の「身体の緊張」は、人間が動物として本来もっている「脅威に対する反応」です。動物は生命の危
険を察知すると交感神経が興奮します。その結果、脈拍や呼吸がはやくなるといった身体の変化が生じ
ます。 
②の「将来起こるかもしれない危険や最悪の状況に注意が向いた思考」とは、「もし～だったら」と考
えてしまうことです。この考えによって、その人にとって嫌な場面や苦しい場面のイメージが次々と生
じて不安が高まります。さらに、そのようなイメージによって「身体の緊張」が生じ、より不安が強まる
ことになります。つまり、”出来事そのもの”ではなく、その人がその出来事をどのように考えるのか（解
釈するのか）、そしてその考えに身体が反応することによって、不安が強まってしまうといえるでしょう。 
不安を軽減する方法として、「CBTに基づく対応」では「身体の緊張」をリラクセーションで軽減する
方略をとります。一方で不安は正常心理のひとつであり、誰もが普通に感じる感情です。相談者に対し
て、不安を“完全に”無くしてしまうような治療法はないということは伝えておくことも重要です。 
 

第二ステップ） 
リラクセーション法を伝える：呼吸法と筋弛緩法 
 不安を完全には取り去ることはできませんが、リラクセーション法を取り入れることによって、不安
を低減させることはできます。ステップ1で述べたように、不安が高まる一つの要因として身体の緊張、
つまり「交感神経の興奮」があります。この交感神経の興奮を緩和させることで不安を低減させることが
できます。リラクセーション法は多くの方法がありますが、最も簡便な方法は「呼吸法」です。この呼吸
法は、簡単にいうと「深呼吸」を行うのですが、ここではより適切と考えられている方法を示します。 
  
【呼吸法について】 
ポイント：10秒に一回の腹式深呼吸 
＊大きな呼吸（腹式呼吸）を行うことで、肺にある受容体が普段の呼吸よりもより大きな肺の体積変化
を感知し、そのシグナルを脳におくることで交感神経の興奮を低減させます。 
＊10秒に一回の深呼吸のリズムは、その他のリズムの深呼吸よりもリラクゼーション効果が高いとい
われています。 
1. まずは息を吐きます。 
 肺の中の空気を全て出し切るイメージです。手をお腹に触れてお腹が凹むかどうか確かめてみると腹
式呼吸ができているが、分かるでしょう。 

  2. 鼻から息を吸い込みます。 
  「1・・2.・・3・・4」と数えながら息を鼻からゆっくり吸い込みます。 
  3. 一秒おいて、ゆっくり息を口から吐き出します。 
  息を吐き出しながら「1・・２・・3・・4・・５」と数えます。 
  この 10秒に一回の呼吸法を一回ではなく、何回か行う事が必要です。 
 
呼吸法以外のリラクゼーション法は「漸進的筋弛緩法」があります。 
【漸進的（ぜんしんてき）筋弛緩法について】  
  筋肉のリラックスがこころのリラックスに繋がることが分かっています。全身の筋肉を決まった順番で
「緊張させて緩める」という練習を行うことで、こころをリラックスさせることができるのです。その方法を
以下に示します。 
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 （練習を始める前の導入） 
 椅子に座って、右手で椅子の座面の端を思いっきりギュッと握ってみて下さい。その時に座面に触れてい
る手のひらの感覚に注意をむけるのではなく、前腕（手首から肘までの部分）に力が入っていることに注意を
向けてみましょう。そしてゆっくりと腕の力を抜きます。その時に前腕に感じる感覚、つまり筋肉が弛緩して
いく感覚を感じてみて下さい。このような感覚を意図的に全身の筋肉（骨格筋）で練習していきます。 
 （漸進的筋弛緩法簡易版の練習） 
• 力を入れるときは100%の力を入れるのではなく、60~70%くらいで行います。 
• 10秒力をいれて、10秒力を抜くという練習を行います。 
• それをひとつの動作ごとに二回繰り返します。 
• ポイントは脱力のときの弛緩していく感覚を感じること。 
1. 両こぶしを握り、腕を曲げる。 
2. 1.の動作に加えて、肩甲骨を背骨にくっつくように寄せる。 
3. 両肩を耳に引き寄せる。 
4. 両目をかたく閉じて、目と口を鼻に近づけ、口をすぼめる。 
5. 4 の動作に加えて、舌で口の上を押しながら、歯を噛みしめる。 
6. 片手のこぶしを両膝で挟み、こぶしを左右から押しつぶすように膝に力を入れる。 
7. 両手を左右の膝に当て、手は膝がくっつくように力を入れ、膝は手の力を押し返すように、足を広げ
るように力を入れる。 
 

図 筋弛緩法（簡易型） 

 
 

   
〈参考文献〉 

• 30分でできる不安のセルフコントロール. マシュー・マッケイら（堀越勝ら訳）. 金剛出版. 
• リラクセーション法. 富岡光直. 心身医学, 57巻 10号 p1025-1031. 
 
6-3-1-2 感染不安からくる潔癖症 
 このセクションでは感染症に対する不安から、過剰に手洗いや消毒といった行動を行ってしまう方に
対して、どのような対処を行うかを説明します。 
 このセクションでは三つのステップからなっています。第一ステップは「新型コロナウイルスの感染
経路に関する教育」、第二ステップは「なぜ過剰な手洗いや消毒をおこなってしまうのかの心理教育」、第
三ステップは「過度にそのような行動を行わないためのルールづくり」です。 
  

第一ステップ） 
「新型コロナウイルスの感染経路に関する心理教育」 
新型コロナウイルスは、一般的に「飛沫感染」と「接触感染」で感染するといわれています。 
「飛沫感染」とは、感染した人のくしゃみや咳、つばなどと一緒にウイルスが放出され、それを口や鼻から
吸い込んで感染することをいいます。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話するような場面では、咳やく
しゃみをしていなくても、感染する可能性があります。世界保健機構（WHO）によると5分間の会話で一回

図 筋弛緩法（簡易型）
⽇本⼼⾝医学会発⾏「⼼⾝医学」 vol57. 10号 2017.より転載
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の咳と同じ飛沫（約3000個）が飛ぶといわれています。 
「接触感染」とは、感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後に、その手で周囲の物に触れるとそこにウイル
スがつきます。他の人がそれを触るとウイルスが手につき、その手で口や鼻を触ることにより、感染すること
をいいます。WHOのよると、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面で最大72時間、ボール紙では最
大24時間生存できると報告しています。 
最近の研究（Harvey AP, medRxiv 2020）では、新型コロナウイルスの感染経路は飛沫感染が主体であり、
公共物に触れたりすることによる接触感染のリスクはこれまでに考えられていたよりもずっと低いことが指
摘されており、感染予防にはなにを置いてもまずマスク着用と、多人数での会食やカラオケといった飛沫が
多く飛散する状況を避けることが大事であるといえます。 
たしかに感染予防のためには手洗いや身の回りの物の消毒が有効ですが、自分や家族の日常生活に不便さが
伴うほど頻回に手洗いや身の回りの物への消毒を行う必要性があるでしょうか？ 石けんやハンドソープで
10 秒間洗った後、流水で 15 秒すすぐ手洗いを一度行うだけで、手洗いしない場合の 0.01％にウイルスは
減少するといわれています。つまり日常生活の中で一度の手洗いにつき手洗いそのものを繰り返す必要はな
いといえるでしょう。なお、手洗いを行った後はアルコール消毒を使用する必要はありません。 
 
【参考】手洗いによるウイルスの減少 厚生労働省のホームページより 

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-2.pdf 
 
 

第二ステップ） 
「なぜ過剰な手洗いや消毒をおこなってしまうのか」に対する心理教育 
手洗いや消毒を行うことで、本当に新型コロナウイルス（“コロナ”と略）は消滅したのでしょうか？第一段
階でも述べたように、大部分のウイルスは消滅していますが、正確にいえば、感染リスクがない程度のウイル
スは残存している可能性はあるでしょう。このわずかな可能性を私達の脳が過大にとらえてしまうことが時
にあります。このような時は、「もしコロナが手についていたら感染して迷惑かけるかも」「これにコロナがつ
いていたら、感染するかも」といった考えが浮かびやすく、その結果「不安」が生じます。人は誰でも不安を
感じる事は嫌なものです。そのため不安を無くすために私達はなにかしらの対処行動をとるでしょう。もし
「手にコロナがついていて自分が感染したら・・」という考えが浮かぶと、皆さんはどのような対処をとるで
しょうか？当然、手を洗ったり、手を消毒するでしょう。その後はどのような気持ちになっているでしょう
か？恐らく手を洗う前にあった不安は無くなっていると思います。 
わずかな可能性を過大にとらえてしまう時は、ちょっとした出来事でもすぐに不安になってしまうので、

私達は次々と浮かんでくる不安にすぐに対処行動をとります。しかし、そのような対処行動を繰り返してい
るとわずかな不安に対してすぐに対処をおこさないと気が済まなくなってしまいます。 

 
第三ステップ） 
「過剰な手洗いや消毒を行わないためのルールづくり」 
では、頻回に手洗いや消毒を行ってしまう状態にどのように対応すればよいでしょうか？今は少しの不安で
も手洗いや消毒を過剰にしてしまっていると思いますが、それらの行動をグッと我慢して、必要以上にそれ
らの行動を行わずに過ごすことが必要です。 
我慢している間、不安は続くと思いますが、そのような過剰な手洗いや消毒をやめてしまっても実際は感染
することなく経過している、という経験を相談者が体験をすることが必要です。もし相談者がそのような過
剰な手洗いを我慢して過ごすようにしていれば、過剰な手洗いをしなくても感染していないという客観的事
実を援助者から相談者に伝えてフィードバックすることも重要です。 

 
加えて相談者の生活スタイルに合わせてルールづくりを行い、守れたかどうかを相談者自身にモニター
（その日１日守れたらカレンダーに〇をつける etc）してもらいます。 
〈ルールの例〉 
例 1) 基本的に手洗いは一回で済ませる（一度の手洗いで何回も繰り返し洗わない）。 

• 厚生労働省推奨の手洗いの手順 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf 

例 2) 手を洗うタイミングを決める（例：外出からの帰宅時、調理の前後、食事前） 
例 3）家庭内の消毒は直接手が触れる手すりやドアノブ、リモコンだけにする。 

 



 35 

  
6.3-2 抑うつ気分 

抑うつ気分には次のような様々な表現があります。「気が滅入る感じ」「憂うつな気持ち」「悲しい気持ち」
「むなしい気持ち」等です。このような気分によって、これまで楽しめていたことが楽しめなくなったりして
いるかもしれません。 
このセクションでは、相談内容が「抑うつ気分」である場合に、CBTの技法のひとつである「行動活性化」
に基づいた助言を援助者が行えるように説明していきます。 
「行動活性化」は相談者の行動パターンを変えることで抑うつ気分を軽減していく方法です。誰でも簡単に
取り組みやすく、そのわりに抑うつ気分の改善に効果があります。 
このセクションは以下の三つのステップで構成されています。第一ステップは相談者に対する心理教育です。
第二ステップは「抑うつ気分が軽くなる状況と行動を特定し、その行動を生活に計画的に取り入れてみるこ
と」を相談者に提案します。第三ステップは、その行動を取り入れたことで抑うつ気分に変化があったかどう
かの評価を行います。 
 

 
 

第一ステップ） 
「心理教育：抑うつ気分と回避行動の悪循環について」 
まずは相談者の生活状況を聴き取ります。相談者はどのような生活を送っているでしょうか？抑うつ気分が
生じる前の生活と現在の生活ではどのようなことが違っているでしょうか？そのような生活の変化の中で、
相談者が「気分が落ち込んでいるから、やめてしまった」と考えている活動があるかしれません。 
ところが実際は、「気持ちが落ち込んでいるから」という理由で活動をやめてしまうこと（これを「回避行
動」といいます）自体が長期的にみれば抑うつ気分を悪化させる悪循環を引き起こしていることが分かって
います。 

 
図 
 
 

①⼼理教育「抑うつ気分と回避⾏動の悪循環について」
• ⾏動と気分のモニタリング

②抑うつ気分が軽減する状況と⾏動を特定する

③その⾏動を⽣活に取り⼊れてみる”実験“の提案

④ “実験” の結果の評価

抑うつ気分

相談終了
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この悪循環を断って抑うつ気分を軽減するためには、何もする気持ちになれなくても今できる範囲で少しで
も楽しい気持ちになる活動や達成感を感じられる活動を増やすことが大切であることを相談者に伝えます。
気分を変えようとじっとしながら念じても気分を変えることはできませんが、自分で行動をおこすことはで
きるのです！ 
時には意識せずに行っている行動が、抑うつ気分を悪化させていることもあります。そのため、相談者が一
日の中でどのような活動を行っているのかを気分とともにセルフモニタリングを行い、相談者自身がそのよ
うな行動に気づくように援助していきます。 

 
第二ステップ） 
「抑うつ気分が軽減する状況と行動を特定する・その行動を生活に取り入れてみる、やって良かったと思う
行動を取り入れる」 
抑うつ気分が軽減する状況や行動を相談者に気付いてもらうために、一週間の活動と気分のモニタリングを
行ってもらいます。活動記録表（後述）に一日の中で「どのような行動を行ったか」と「その活動をしていた
時にどのくらい楽しく感じたか（達成感があったか・嬉しく感じたか・温かさを感じたか・すがすがしく感じ
たか）」を点数化して記録してきてもらいます。 
なぜこのようなモニタリングをする必要があるのでしょうか？それは人間の行動の多くはひとつひとつ意
識的に行われているわけではないので、相談時にまとめて思い出そうとしても、どのような活動をしたのか、
その時の気分はどうだったかということを思い出せないからです。その旨を相談者に伝えて、ホームワーク
として「活動記録表」を記載してもらいましょう。 
活動記録表は付属資料の「活動記録表」を使用してもよいですし、相談者が自分で作ってもよいです（活動
表の書き方の例は付属資料2にあります）。 

 
次の面接では相談者が記載してきた活動記録表をもとに話を進めていきます。活動記録表の「楽しさ、喜び、
達成感」の点数が記載されている中で点数が比較的高かった活動はどのような活動なのかを相談者と見つけ
ていきましょう。そのような点数が高かった活動を生活の中に計画的に入れていきます。 
ここで問題になるのが、新型コロナウイルス感染予防のために、「友人や家族と会うこと」や「外出するこ
と」を控えたりと、相談者がこれまで楽しみだった活動ができないことがあります。そのような場合は、「今
までしたことはないけれどやってみたいと思っている活動」、「最近はしていないがこれまで人生でやりがい
を感じた活動」、「相談者が得意なこと」を書き出してみるように相談者に促します。それらの中から、現実的
にとりかかれそうな活動を取り入れる計画してみるとよいでしょう。 
さらに活動を細かく分けてみるという方法もあります。例えば今まで「友人と会食をする」という活動を楽
しみにしていたのであれば「インターネットを利用して遠隔通信で話す、電話で話す」、「SNSで連絡をとる」、
「その友人と今後したいことをリストに挙げる」、「外出が可能になれば行ってみたいレストランやお店を調
べる」「その友人と会うときに着る洋服を選ぶ」といった具合です。このように細かく分けた活動を相談者に
実行してもらい、その時の気分の点数をつけてもらいましょう。 

 
活動を計画に取り入れるコツとして、「活動してみて気分が変わるかどうかを“実験してみる・試してみる”と
いうスタンスで取り組んでみる」ということが挙げられます。前述のように「活動」を細かく分けて、その活
動を行った時にどのような気分になるかを相談者自身がモニターを行っていくことで、日常生活の中にどの

気持ちの落ち込み 友⼈を避ける
家で過ごす

図 回避による抑うつの悪循環

気持ちの落ち込みがあるので、家で過ごすと短期的には気持ちが楽になる
かもしれない。
しかし、⻑期的には家で過ごすことが気持ちの落ち込みを悪化させる。
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ような活動を計画して取り入れていけばよいか、相談者自身が気付くことができるように促していきましょ
う。 

 
第三ステップ） 
「『活動』を取り入れてみて気分に変化があったかどうかを評価する」 
計画して取り入れた「活動」が実際ではどうであったかを評価します。もしかすると、楽しくなると考えて
取り入れた活動が、実際のところはそれほど楽しいものではなかったかもしれません。しかし、それでも良い
のです（あくまでも“実験・お試し”というスタンスですので）。行動記録表を参考にしながら、「“気分が乗ら
ないから”“気分がいまいちだから”と活動しないこと」をやめて、点数が高い「活動」を日常生活の中に取り
入れていくことが抑うつ気分を改善するために重要です。あきらめることなく「“お試し”の活動」を日常生活
の中に取り入れていきましょう。 
 
参照：こころのスキルアップトレーニング. 大野裕監修. cbtjp.net. 

 
 
6.3-3 睡眠障害 
健康維持のためには、適切な睡眠がとても大事であることを前章（第 5 章 メンタルヘルスを維持するため
の予防的な取り組み）に述べました。 
このセクションでは、相談が主として「眠れない」であった場合に「CBTに基づく対応方法」を説明します。 
このセクションは三つのステップで進みます。第一ステップは、「相談者の睡眠状態の把握」、第二ステップ
は「睡眠に関する心理教育」、第三ステップは「リラックス法の練習」です。 

 
第一ステップ） 
「相談者の睡眠障害の把握」 
以下の点を相談者から聴取します。 
• 現在困っている睡眠障害がどのような状況なのか（入眠困難、中途覚醒が多い、中途覚醒し、その後入眠
できない等々） 

• 睡眠を妨害している環境要因・行動の有無 
（カフェインの摂取、寝室の環境、就寝前に携帯電話の画面のような覚醒を促すものを見ている等） 
→是正できることがあるでしょうか？ 

• 睡眠の問題による日中の支障の程度（疲労感、集中力低下による仕事への支障等） 
→日中の活動に支障がなければ、経過観察でもよい。 

² 加齢によって睡眠時間が短くなったり、睡眠が浅くなるので、相談者が高齢者の場合は特に日
中活動に支障がなければ経過観察でよいことを伝える。 

 
第二ステップ） 
「睡眠に関する心理教育」 
a.)日中の生活に支障を来していなければ「不眠症」ではない。 
 成人のおおよそ 4人に 1人が不眠で悩んでいるといわれています。特に中年以降から急増します。た
だし、日中に支障を来していなければ（例えば日中の眠気、集中力の低下、倦怠感、意欲の低下などで
日中の活動に支障をきたしている）、不眠症とは考えなくてよいことを相談者に説明しましょう。 

b.)不眠の慢性化について（条件づけ） 
 ストレスを感じると一時的に眠れなくなることは誰でもあります。しかし、眠れないまま寝床で過ご
すことを繰り返していると、次第に脳が「寝床は眠れない場所である（目を覚ましておく場所）」と学習
してしまいます。よって、いくら寝床で眠ろうと努力しても眠れなくなり不眠が慢性化してしまいます。 
 寝付きが悪い時には一般的に早く寝床に入りがちですが、眠気を催してから寝床に入るという習慣に
切り替えて、寝床に入る時刻と入眠までの時刻をなるべく短くすることが大事です。眠気を催すまでは、
リビングといった普段起きている場所で過ごしてみましょう。 
c.)深部体温リズムと眠気の関係について 
 深部体温は普段体温計で測定する体温と異なり、心臓に近い体の中心部の温度のことです。この深部
体温が高いときは眠気が弱く、深部体温が下がると眠気を催してきます。寝床に入る直前に入浴を行う
と、深部体温が下がりにくくなり、眠りづらくなりますので避けた方がよいでしょう。また、日中に運
動を行うと、深部体温の頂点から底点までの落差が大きくなり、眠気を催します（ただ運動で疲れたか
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ら眠気がくるだけではなく、深部体温の変化も関係している！）。屋外に出ることができなくても、家の
中で体を動かす工夫ができないか考えてみましょう。 
d.)光と体内時計の関係について 
 体には体内時計が備わっています。この体内時計の働きで睡眠や覚醒を繰り返す体内リズムが生まれ
ます。この体内時計の周期は 24 時間よりも長くなっているため、何もしていないと睡眠覚醒リズムに
ズレが生じてしまいます。それを修正するのが「光」です。朝の時間帯に光を浴びると夜早い時間に眠
くなり、朝早く目覚めやすくなります。一方、夜の時間帯に光を浴びると夜眠る時間も朝起きる時間も
遅くなります。 
 寝る前に、テレビやパソコンモニター、タブレットやスマートフォンの画面を見るとそのような理由
で体内時計の睡眠相がより遅くなってしまい、眠気を催す時間が遅くなってしまいます。午前中にしっ
かりと光を取り入れること（目を軽くつぶって空を見あげる）、夜間は極力モニター類を見ないことを
意識して習慣化させましょう。 
 

第三ステップ） 
「就寝前にリラクゼーション法を取り入れる」 
 就寝前に身体をリラックスさせるためにリラクゼーション法を取り入れます。リラクゼーション法として
は漸進的筋弛緩法を取り入れてみましょう。5.3-1 「不安」の項目の【漸進的筋弛緩法】を参照に練習を行
います。不眠症の方は夜間だけではなく、日中も身体が過覚醒状態になっていることが多いので、昼間に一
回、就寝前に一回、実行してもらうとよいでしょう。相談者から「時間がかかって面倒だ」という意見がある
かもしれません。しかし、この漸進的筋弛緩法は、「手術や身体の病気による不安に対しても有効である」1)2)

という根拠があるリラクゼーション法であることを説明し、このリラクゼーション法を練習することは長期
的な視点から相談者のメリットになることを伝えてみましょう。 

 
 
〈参考文献〉 
• 不眠症に対する認知行動療法マニュアル. 日本睡眠学会教育委員会編. 金剛出版. 
1) A. Hasanpour-Dehkordi et al. Effect progressive muscle relaxation with analgesic on anxiety status and pain 
in surgical patients. British Journal of Nursing. 2019. 
2) L. Zhao et al. Effects of progressive muscle relaxation training on anxiety, depression and quality of life of 
endometriosis patients under gonadotrophin-releasing hormone agonist therapy. European Journal of 
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2012 

 
6.3-4 アルコール飲料の多飲 

 健康維持の項で、アルコールとは適切に付きあうことが大事であることを説明しました。相談がアルコー
ル飲料の多飲に関する内容であった場合、「超」簡易減酒支援(Ultra-brief Intervention)による支援が有用で
す。資料はインターネットで簡単に手に入り、だれでも自由に利用が可能です。 
 

 
 
 
参考としてダウンロードした資料を次のページ以降に提示しています。 
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図 「超」簡易減酒支援 
 

 
図 参考資料「超」簡易減酒支援 
 

  

図 「超」簡易減酒⽀援
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図 相談者向けリーフレット1~4 
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厚生労働科学研究費（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

「精神保健医療従事者による、新型コロナウイルス感染症や自然災害等に起因した 
     心のケアに対する心理的アセスメント及び応急処置介入方法の適切な提供体制の 

     構築と、それに伴うメンタルヘルスの維持向上に資する研究」 

 

新型コロナウイルス感染症や自然災害に対応した精神保健医療従事者のための心理的アセスメントの効果検証 

分担研究者 高橋 晶（国立大学法人筑波大学 医学医療系 災害・地域精神医学） 

 

研究要旨 

新型コロナウイルス感染症や自然災害に対応した精神保健医療従事者のための心理的

アセスメントの効果検証（メンタルヘルス・トリアージ）を行った。 

今回のアンケート調査からは、研修会後に、当マニュアルは概ね良好に受け容れられ

た。有用に使用された結果があった。一方、時期的に対象者が存在しないため使用して

いない対象者も存在した。今後も同様の感染症災害が起こることや現在の COVID-19 も 5

類に移行した後も影響は残存するので、このようなマニュアルは継続してブラッシュア

ップしていく必要があると考えた。 

今回のマニュアルや研修会をレガシーとして、これをベースに継続してブラッシュア

ップしていく必要があると考えた。今回のアンケート調査からは、研修会後に、当マニ

ュアルは概ね良好に受け容れられた。一方、使用していない対象者も存在し、まだ、そ

の有用性を十分にアピール出来ていなかった可能性も考えられた。 

マニュアルで最も参考にした項目はオンラインによるメンタルヘルス相談や、メンタ

ルヘルス・トリアージ（スクリーニング）、メンタルヘルスを維持するための予防的な取

り組みであった。トリアージに関しては、災害（自然災害、人為災害）心理トリアージ

例、 避難民（迫害、戦争、暴力のために故郷から逃れることを余儀なくされた人々）

の心理トリアージ例を追記した。  

 

 

Ａ.研究目的 

世界的な大流行が続いている新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）は、本邦においても全

国的に感染者数、死者が増加しつづけている。

国民は、感染への不安、重症化への恐怖に長期

に渡り曝され続けている。感染対策のため、孤

独、孤立の問題もある。さらにコロナ禍に加え

て、本邦では地震や大雨、台風による水害とい

った自然災害も絶えることがなく、国民は持続

的で複合的なストレスに影響を受けている。こ

のような状況下において、メンタルヘルスの維

持向上は、喫緊の課題である。 

米国の研究では、COVID-19パンデミックにお

いて精神的苦痛を感じる人の割合が約 45パー

セントにまで及ぶことが明らかになり、国連や

世界保健機関（WHO）が各国に対応強化を要請

している。本邦でも、医療機関や精神保健福祉

センターへ寄せられる COVID-19 に関連した心

の健康相談が急増している。我々の研究組織は

令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金

を得て、精神保健医療従事者による、新型コロ

ナウイルス感染症に起因した心のケア（心理的

アセスメントや心理的介入技法）の実態把握と

課題抽出を行っており、令和 3年 3月には、本

邦の状況に対応した標準的マニュアルを作成

（以下、マニュアル令和 3年度版）した。 

本研究の目的は前述の標準的マニュアルを整備

し、その効果検証を行うことである。標準的マ
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ニュアルの整備を進め、Web 及び対面式による

研修会を開催することで全国の精神保健福祉セ

ンターや医療機関にこのマニュアルの周知を行

い、これらの機関、対象者に対してアンケート

調査によってその効果検証を行い、マニュアル

の改訂のために寄与する。 

その中で、メンタルヘルス不良者が誰である

かをより正確にふるいわけ、トリアージできる

こともより戦略的かつ効率的なメンタルヘル

ス・トリアージ維持の為に必要である。 

大災害時において人々が示す心理的な反応は

非常に幅が大きく、多数の被災者の中から緊急

の支援を要する人を発見し、どのような心理的

初期介入が必要なのかを判断するメンタルヘル

ス・トリアージの作業が重要になる 

新型コロナウイルス感染症や自然災害に対応

した精神保健医療従事者のためのメンタルヘル

ス・トリアージの心理的アセスメントの効果検

証を行う事を目的とする。その令和 4年度の検

証である。 

 

  

Ｂ.研究方法 

感染症、自然災害、人為災害などの大災害時

において人々が示す心理的な反応は非常に幅が

大きく、多数の被災者の中から緊急の支援を要

する人を発見し、どのような心理的初期介入が

必要なのかを判断するメンタルヘルス・トリア

ージの作業が重要になる。現在の COVID-19パ

ンデミックにおいても同様である。 

「マニュアル令和 3年度版」では精神保健福祉

センターの職員向けに簡便なトリアージや心理

的アセスメントを行うためのフローチャートを

作成しているが、その効果検証を行うために、

アンケート調査を行い、同マニュアルにそった

メンタルヘルス・トリアージや心理アセスメン

トの利便さや問題点の抽出を行う。 

アンケート作成を行い、調査項目の設定・作

成を行った。 

コロナ禍であり、対面での研修会は困難であ

ったため、研修は web 講習会を行い、その 6 ヶ

月目のアンケートを行った。 

対象は、検証に参加した者に対して行った。 

アンケート作成を各研究班と協働して行った。 

 

研修会後のアンケート内容 

研修会から６ヶ月後のアンケート 

1.1 現在、電話やメール、zoomといった映像

を伴った遠隔相談のような「直接対面相談」以

外の面接を現在していますか？ 

 はい いいえ 

 

2.「新型コロナウイルス流行下におけるメンタ

ルヘルス問題への対応マニュアル（以下「マニ

ュアル」と略）」について 

2.1  6 ヶ月前に開催された研修会以降、「マ

ニュアル」を使用して相談業務を行いました

か？ 

 はい  いいえ 

 はいの方は 2.2.1 に進んでください。 い

いえの方は 2.3.に進んでください。 

2.2.1 「マニュアル」で最も参考した頻度が

高かった項目は以下のどれですか？ 

 a. 心理的応急処置（PFA）について 

  b. オンラインによるメンタルヘルス相談 

 c. メンタルヘルス・トリアージ（スクリ

ーニング） 

 d. メンタルヘルスを維持するための予防

的な取り組み 

 e. メンタルヘルスに不調が生じた際の認

知行動療法による対応方法 

2.2.2 上記で回答した項目は実際にどれくら

い役に立ちましたか？ 

 0（全く役に立たなかった）〜5（まあまあ

役に立った）〜10（非常に役に立った） 

 （  ）点 

2.2.3 「マニュアル」の内容について、改善

するべき点がありましたらご記載ください

（自由記載） 

終わりましたら 3.に進んでください。 

2.3 「マニュアル」を使用しなかった方への

質問です。 

 2.3.1 マニュアルを使用しなかった理由で

あてはまるものを下記から選択してください。 

a. マニュアルの内容が現場の実状と合わな

いから。 

 a.を選択した方は、どのような点が実情と

合わないか教えてください。 

 （自由記載） 

b. マニュアルの内容が煩雑過ぎるから。 
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 b.を選択した方は、マニュアルのどの点が

煩雑か、教えてください。 

 （自由記載） 

c. これまでの行なってきた対応で特に問題

が発生しておらず、マニュアルの必要性を

感じないから。 

 c.を選択した方は、以下の質問に御回答く

ださい。 

2.3.1.1 研修会前から行っていたあなたの

対応は心理学的応急処置（Psychological 

First Aid, PFA）に基づいた対応ですか？ 

  はい いいえ 

d. その他 

d.を選択した方は理由を教えてください。 

（自由記載） 

  終わりましたら 3.にお進みください。 

 

3.以下の文章の正誤について〇（正）または

×（誤）でご回答ください。 

3.1 精神保健福祉センターは、精神保健の向

上及び精神障害者の福祉の増進を図るために

全国 47 都道府県に 1ヶ所ずつ、国内に計 47

ヶ所設置されている。（ ） 

3.2日本における年間自殺者数は、COVID-19

流行前の 10 年間は減少傾向をたどり、現在

約２万人程度である。（ ） 

3.3 精神保健福祉センターに COVID-19 に関

するメンタルヘルス相談を行った者の種別

は、感染者＞感染者の家族＞一般住民＞医療

者の順に多かった。（ ） 

3.4 従来型の PFAは一般人が用いることを前

提にしていたのに対して、RAPID PFAは主に

精神保健医療従事者が用いることを想定して

いる。（ ） 

3.5 精神保健福祉センターに寄せられた相談

内容が精神症状（うつ、不安、不眠など）に

該当する場合、その程度によらず原則ただち

に医療機関に紹介する。（ ） 

3.6 RAPID PFAを実施する際には、1人 1人

にかける時間を短縮するため、相談者との関

係構築より症状評価を優先する。（ ） 

3.7 RAPID PFAを実施した後は、フォローの

ため必ず医療機関に紹介すべきである。

（ ） 

3.8 RAPID PFAは心理的介入を主たる内容と

するが、まず食料や水、そして安全が確保さ

れていることを確認する必要がある。（ ） 

3.9 RAPID PFAには、非合理的な思い込みを

持った相談者に対する判断や解釈などといっ

た認知再構築の実践も含まれる。（ ） 

3.10 支援者は、たとえ自身が支援に疲れて

いても、まず相談者との約束を優先すべきであ 

る。（ ） 

3.11 トリアージでは、一度判断したらその

後は判断しなおさない方がよい。（ ） 

3.12 感染症に罹患していなくても、その対

応や治療に関わった人は不安や、気分の落ち

込み、焦りなどの症状が出現する事がある。

（ ） 

3.13 トリアージをおこなった本人に責任が

生じる可能性がある。（ ） 

3.14 トリアージは担当者ひとりで行い、担

当者以外の者には原則として相談はしない方

がよい。（ ） 

3.15 「将来どうしたらいいかわからない」

と極度の混乱があれば、トリアージは「赤」

（可能であれば精神医療機関に依頼、相談す

る対応が望ましい）である。（ ） 

3.16オンライン相談では、現実的でないと思

われるような内容でも、大変な状況にあるこ

とやつらい気持ちを受け止めて、ねぎらいを

伝えるよう心がける。（ ） 

3.17 メール相談や SNS相談では、インター

ネットのリンク情報を送ることができるた

め、関連する情報はできるだけ多く伝えるよ

うにする。（ ） 

3.18 相談や質問が明確な場合には、情報や

回答を端的に返信するよう心がける。（ ） 

3.19 相談者の困っていることを中心に話を

聞きながら、身体的健康や安全、心理的な苦

痛、認知機能、感情、対人的・物質的資源な

どについてアセスメントを行う。（ ） 

3.20相談員自身が自分のセルフケアを保てる

よう、ミーティングやスーパーバイズの機会

を設けることが大切である。（ ） 

3.21 リラクゼーション法のひとつである漸

進的筋弛緩法とは、瞑想をすることで筋肉を

リラックスさせる方法である。（ ） 

3.22抑うつ気分に対して取り入れられる介入

のうち「行動活性化」とは、軽度の有酸素運
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動プログラムを生活に取り入れることを指

す。（ ） 

3.23 入眠困難が続いていても、日中に眠気

が生じていなければ「不眠症」ではない。

（ ） 

3.24男性にとってビール 500mlとワイングラ

ス 2杯の飲酒量は「生活習慣病のリスクを高

める量」となる。（ ） 

3.25就寝直前に入浴を行うとリラックス効果

が期待でき、入眠もスムーズとなる。（ ） 

4.次の事例を読んで設問に御回答ください。 

 

 4.1 【事例 1】 Aさん 40歳代 女性 夫

と子供一人の三人暮らし。事務職を 20 年。 

電話での相談。声の様子は緊張があるようだ

がしっかりとした口調。この一ヶ月の間、眠

れないことと、なんとなく気持ちが落ち着か

ない感じがあって、どのように対応したら良

いか相談してきた。 

 元来の睡眠時間は７時間。三ヶ月前に同僚

が新型コロナウイルス陽性となり、ホテルで

隔離となった。微熱は出たものの数日で解熱

し、検査陰性になり隔離は終了となった。A

さんは検査陰性であったが、濃厚接触者とし

て自宅待機となっていた時期があった。 

Aさんの睡眠は、一ヶ月ほど前から 4時間ほ

どになったという。布団に入ってもなかなか

眠れず、ゴロゴロしながら、音楽を聴いた

り、スマートフォンを見て過ごしているとい

う。日中は昼食後に眠気が強まるため、仕事

の昼休みに眠るようにしている。仕事をして

いるときは問題ないが、帰宅後はなんとなく

落ち着かない感じがするので、今まで以上に

家事をして対応している。家事をしていると

そのような感じは忘れているという。仕事や

家事はこれまでと同様にできていて問題はな

い。休日は、スポーツジムに通って充実感を

感じることはできている。食欲は問題無し。

便通も問題無し。 

4.1.1 Aさんに対して、あなたはどの程度自

信をもって対応できますか？ 

 0〜10 点で最もあてはまる点数を選んでくだ

さい。 

0（自信が全く無い）〜10 点（非常に自信を

もって対応できる）で （  ）点 

 

4.1.2 Aさんの相談に対して、どのような対

応を選びますか？ 

a. 精神科医療機関を早急に受診するように A

さんに伝える（必要に応じて精神科医療機関

を紹介する） 

b. 精神科医療機関を受診した方がよいと A

さんに伝える。 

c. 精神保健福祉センターで定期的に相談対

応を行う旨を Aさんに伝える 

d. 経過観察として、何かあれば再度電話す

るように Aさんに伝える。 

 

4.1.3 あなたは上記の対応をどの程度自信を

もって行えますか？  

0（自信が全くない）〜10 点（非常に自信が

ある）で （  ）点 

 4.2【事例 2】 Bさん 30歳代 女性 

 Bさんはうつ病の既往（20歳代）がある方

です。うつ病は寛解となり医療機関での治療

は 10 年以上前に終了しています。新型コロ

ナウイルス感染症流行により緊急事態宣言が

発出されて以降、Bさんは「なんとなく不安

な感じ」を自覚したため、地元の精神保健福

祉センターに相談の電話をかけてきました。

相談員の判断でしばらく精神保健福祉センタ

ーにてサポートしていくことになりました。 

ここ数回の相談では、睡眠障害や抑うつ気分

はなく、週に数回のパートも問題なくでき、

これまでの趣味である海外ドラマの視聴も相

応に楽しめています。 

Bさんは「ふとした時になんとなく不安な気

持ちになることがあります。そんな時に少し

でも軽減できればいいのですが・・。」と話

されます。 

4.2.1 Bさんに対して、あなたはどの程度自

信をもって対応できますか？ 

 0〜10 点で最もあてはまる点数を選んでくだ

さい。 

0（自信が全く無い）〜10 点（非常に自信を

もって対応できる）で （  ）点 

4.2.2  Bさんに対してあなたはどのような対

応を行いますか？  

a. Bさんの話を支持的な対応で静

かに聞き、積極的な助言は行わない。 
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b. Bさんが楽しめている海外ドラ

マを見るように勧めてみる。 

c. センターでのサポートは困難と

判断し、精神科医療機関の受診を勧め

る。 

d. 不安に関する心理教育を行って

みる。 

4.2.3あなたは上記で選択した回答にどの程

度自信がありますか？ 

０（自信が全く無い）〜10（非常に自信があ

る）このうち、太字で記載された箇所が当研究

班に該当し、その 2.1～2.3.1 までについて報

告する。 

 

 

Ｃ.研究結果 

アンケートのうち該当している 2.1～2.3.1 ま

でについて報告する。 

 

第 2回の web研究会の 6 ヶ月後のアンケート結

果を報告する。 

1．回答したのは 13名であった。現在、直接対

面相談を行っているかの問いには、9名が行っ

ていた（69.2％）。 

2. 6 ヶ月前に開催された研修会以降、「マニュ

アル」を使用して相談業務を行ったかの問い

に、はい 2名（15.3％） いいえ 11名（84．

7％）であった。 

3．マニュアルで最も参考にした項目に回答し

たのは 2名であった。役立った 10 点満点の内

の点数は、メンタルヘルスを維持するための予

防的な取り組みが 2人と最も多く、役立った点

数の平均は、8.5点であった。 

マニュアル内容の改善すべき点への回答はな

かった。 

4．マニュアルを使用しなかった理由は 

10名で、cこれまでの行なってきた対応で特に

問題が発生しておらず、マニュアルの必要性を

感じないからという回答が 7 名、マニュアルの

内容が現場の実状と合わないからが 1名、3名

がその他との回答であった。その他の内容とし

ての回答はなかった。「宿泊療養中の方を対象

とした一時的な特殊な環境下の方々の電話相談

をしているが、単発の相談が多く、身体的なこ

とは療養所のスタッフへの相談を促している」

など、環境下によって様々なセッティングがあ

る事が示唆された。 

「マニュアルを使用するような対象者がいなか

ったため」が 2名であった。 

 

第 3回の web研究会の 6 ヶ月後のアンケート結

果を報告する。 

1．回答したのは 17 名であった。現在、直接対

面相談を行っているかの問いには、7 名が行っ

ていた（41.1％） 

2. 6 ヶ月前に開催された研修会以降、「マニュ

アル」を使用して相談業務を行ったかの問い

に、はい 7 名（41.1％） いいえ 10名（58．

9％）であった。 

3．マニュアルで最も参考にした項目に回答し

たのは 7 名であった。役立った 10 点満点の内

の点数は、メンタルヘルス・トリアージ（スク

リーニング）が 6人と最も多く、役立った点数

の平均は、8.2 点であった。メンタルヘルスを

維持するための予防的な取り組みと回答した 1

名（5点）であった。 

マニュアル内容の改善すべき点では「心理ト

リアージの例では、コロナ関連の病気に罹患す

ると精神機関に依頼・相談が望ましいとある

が、コロナ罹患者数が増えているので最近はあ

まり当てはまらないように感じることがある。 

メール相談を受けていて、コロナによる直接的

な身体的侵襲よりも、コロナにより職場が忙し

くなったり、転職がうまくいかなかったりなど

の副次的な影響がメンタルヘルスに影響を及ぼ

していることを感じる」と言う意見があった。

これは感染の初期のフェーズにおいては恐怖が

強いが、COVID-19パンデミックから 3 年経過し

た現在では、当初の衝撃は大分薄れてきてこの

ような意見があったと考えられた。トリアージ

は初期の急性期のセッティングであったので、
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中長期にはフィットしないことがあった。急性

期バージョン、中長期バージョンがあっても良

い可能性が示唆された。 

4．マニュアルを使用しなかった理由は 

10名で、cこれまでの行なってきた対応で特に

問題が発生しておらず、マニュアルの必要性を

感じないからという回答が 1名、9名がその他 

との回答であった。その他の内容としては、

「面談依頼がないため」が 7 名、「この期間業

務に従事していなかったため」が 2名であっ

た。 

 

昨年度の第 1 回目の回答では 

1．回答したのは 4名であった。現在、直接

対面相談を行っているかの問いには、4名すべ

てが行っていた（100％） 

2.マニュアルを使用して相談業務を行ったかの

問いには、はい 3名（75％） いいえ 1名 

3．マニュアルで最も参考にした項目と役立っ

た 10 点満点の内の点数は、オンラインによる

メンタルヘルス相談 1名（10 点/10 点）、メン

タルヘルス・トリアージ（スクリーニング）1

名（8点/10 点）、メンタルヘルスを維持するた

めの予防的な取り組み 1名（5点/10 点）であ

った。 

改善すべき点については、指摘はなかった。 

4．マニュアルを使用しなかった理由は 

1名で、cこれまでの行なってきた対応で特に

問題が発生しておらず、マニュアルの必要性を

感じないから との回答であった。 

同者に対し、「研修会前から行っていた対応は

PFAに基づいた対応か」との問いには、PFAに

基づいたものではなかった。 

と言う回答結果であった。 

 

 

Ｄ.考察 

 今回の 2回のアンケート調査からは、 

1．第 2回目時の回答では直接対面相談を行っ

ているかの問いには、69.2％が行っており、そ

の後第 3回目では、直接対面相談を行っている

かの問いには、41.1％が行っていた。このこと

からあくまで推測であるが、感染の拡大や、そ

の後、対応者数が増減していたり、急性期か

ら、慢性期に移行し、対面相談が実質減少して

きた可能性が示唆された。または、慢性期に移

行し、感染者は変わらず多くても、初期の様な

感染者に対する誹謗中傷が強かった時期から、

いくつものクラスターを経験し、誰もがやむを

得ず感染する現状になり、精神的な葛藤が一過

性に軽快した可能性も考えられた。 

 

2.  6 ヶ月前に開催された研修会以降、「マニ

ュアル」を使用して相談業務を行ったかの問い

に、2回目は 15.3％が行った事に比し、3回目

では 41.1％が行った。研修会後にマニュアルの

周知度が上がったことや有用性や参考資料とし

て、使用された可能性が考えられた。 

 

3．マニュアルで最も参考にした項目に回答し

たのは 2回目は 2名であった。役立った 10 点

満点の内の点数は、メンタルヘルスを維持する

ための予防的な取り組みが 2人と最も多く、役

立った点数の平均は、8.5点であった。 

3回目では、7 名であり、役立った 10 点満点の

内の点数は、メンタルヘルス・トリアージ（ス

クリーニング）が 6人と最も多く、役立った点

数の平均は、8.2 点であった。メンタルヘルス

を維持するための予防的な取り組みと回答した

1名（5点）であった。 

2回目、3回目の時期では、まだ感染者が多

く、また感染に関する恐怖が強い対象者がいた

時期でもあったことや、COVID-19罹患の恐怖や

トラウマティックストレスに対しての客観的な

評価方法を提案したトリアージは、これ以前に

は明確な基準はなかったので、これがある種の

判断基準となり、有用に使用された可能性があ

った。 

マニュアル内容の改善すべき点では「心理ト

リアージの例では、コロナ関連の病気に罹患す
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ると精神機関に依頼・相談が望ましいとある

が、コロナ罹患者数が増えているので最近はあ

まり当てはまらないように感じることがあ

る。」という指摘があり、COVID-19 のトリアー

ジのセッティングでは、パンデミック初期のト

ラウマティックストレスの想定がされている

事、またトリアージツールとして安全性を考慮

されており、アンダートリアージよりもオーバ

ートリアージのセットになっている事がある。

見逃しは避けたいので安全性が配慮されている

が、この点は対象者や重症者が増えれば、これ

は１ランク基準を下げる必要性がある事は想定

されている。 

「メール相談を受けていて、コロナによる直

接的な身体的侵襲よりも、コロナにより職場が

忙しくなったり、転職がうまくいかなかったり

などの副次的な影響がメンタルヘルスに影響を

及ぼしていることを感じる」と言う意見があ

り、これは一般的な災害対応においても同様の

ことであるが、時期が経過し、慢性期に入って

くると、災害の影響（ここでいう感染症）が

徐々に低下して、災害時と平時の問題が混合し

ていく事が見られる。感染の初期のフェーズに

おいては恐怖が強いが、COVID-19パンデミック

から 3 年経過した現在では、当初の精神的衝撃

は大分薄れてきてこのような意見があったと考

えられた。トリアージは初期の急性期のセッテ

ィングであったので、中長期にはフィットしな

いことがあった。急性期バージョン、中長期バ

ージョンがあっても良い可能性がある。一方、

あまりに判断基準を多くすると、それに左右さ

れる事があり、シンプルなセットのほうが、混

乱を招かない可能性もあった。 

 

4．マニュアルを使用しなかった理由への問い

には、２回目で、10名であり、「これまでの行

なってきた対応で特に問題が発生しておらず、

マニュアルの必要性を感じないから」という回

答が 7 名、マニュアルの内容が現場の実状と合

わないからが 1名、3名がその他との回答であ

った。「宿泊療養中の方を対象とした一時的な

特殊な環境下の方々の電話相談をしているが、

単発の相談が多く、身体的なことは療養所のス

タッフへの相談を促している」など、環境下に

よって様々なセッティングがある事が示唆され

た。 

「マニュアルを使用するような対象者がいなか

ったため」が 2名であった。これも時期の事

や、個人の環境に影響される点ではある。 

同様に 3回目では 10名で、これまでの行なっ

てきた対応で特に問題が発生しておらず、マニ

ュアルの必要性を感じないからという回答が 1

名、9名がその他との回答であった。その他の

内容としては、「面談依頼がないため」が 7

名、「この期間業務に従事していなかったた

め」が 2名であった。この対象群や時期には面

談依頼が少ない時期であったのかもしれない。 

 

 

Ｅ.結論 

今回のアンケート調査からは、研修会後に、

当マニュアルは概ね良好に受け容れられた。有

用に使用された結果もあった。一方、時期的に

対象者が存在しないため使用していない対象者

も存在した。今後も同様の感染症災害が起こる

ことや現在の COVID-19 も 5 類に移行した後も

影響は残存するので、このようなマニュアルは

継続してブラッシュアップしていく必要がある

と考えた。またレガシーとして、これをベース

に継続していく必要がある。 

マニュアルで最も参考にした項目はオンライ

ンによるメンタルヘルス相談や、メンタルヘル

ス・トリアージ（スクリーニング）、メンタル

ヘルスを維持するための予防的な取り組みであ

った。これは、実際に、COVID-19 影響下で、実

際にどのように対応するかに関しては、より詳

細に示されていたり、RAPID PFAの COVID-19 影

響下でのメンタルヘルス保持に有用である事を

示していた可能性がある。またトリアージも精

神医学、保健の観点からも重要であり、感染症

災害時における安全な対応方法の参考資料とし

て、トリアージの概念を提供した事への関心の

高さがあった。 
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今回のマニュアルや研修会をレガシーとして、

これをベースに継続してブラッシュアップして

いく必要があると考えた。 
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たこれから起こるかもしれない人為災害時にお

ける総合病院精神科の対応について 
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クに対して精神科医療が備えたいもの」 

第 23 回有床総合病院精神科フォーラム 2021 

年 7 月 3 日 Web 講演 

 

高橋 晶 教育講演 EL10 新型コロナウイル

ス感染症・災害に関して精神科に必要な危機管

理 第 117 回日本精神神経学会学術総会 2021

年 9月 19日 Web 講演 

 

高橋 晶 S39-2災害時・コロナ禍でのメンタル
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https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/c

ovid_19/covid_desk/mental.html 

 

高橋晶 編集委員、分担者、作成  

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手

引き別冊罹患後症状のマネジメント（暫定版） 

（2021年 12 月 1日）

https://www.mhlw.go.jp/content/000860932.p

df 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）医療の現

場で起きている課題と支援者支援 

第 23回 第 23回 感情・行動・認知（ABC）研

究会 2021年 12 月 Web 講演 

 

吉田教人, 林智仁, Chimed-Ochir Odgerel, 弓

屋結 ,田治明宏, 高橋 晶, 太刀川弘和,河嶌

譲, 五明佐也香, 久保達彦 J-SPEED 精神保健

医療版データを用いた数理モデルによるリアル

タイム診療件数予測. 第 27 回日本災害医学会

学術総会 

2022 年 3 月 5日 web 

 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

1．特許取得 

なし。 

2．実用新案登録 

なし。 

3．その他 

 特記すべきことなし。 
 

 
 
資料 

3. メンタルヘルス対応のトリアージ・スクリー

ニング（COVID19 被災者、支援者対応、自然

災害、避難民例追加版） 

担当  

高橋 晶（筑波大学 医学医療系 災害・地域精

神医学、茨城県立こころの医療センター、筑波メ

ディカルセンター病院） 

掲載資料用に改変 

 

3.1 トリアージとは 

トリアージ（英語: triage、フランス語: 

triage）とは、一般的には、重要で最初に扱うべ

き対象者を選別（および決定）することをいいま

す。語源は「選り抜く、抜粋する」を意味するフ

ランス語 trier から来ているとする説がありま

す。 

身体的な救急医療の現場では、患者さんの重

症度に基づいて、医療・治療の優先度を決定して

選別を行うこととなります。平時には、充足して

いる医療資源と傷病者のバランスが保たれてい

るが、災害時にはこのバランスが崩れます。災害

時などの緊急事態には増加した外傷などの患者

数に対して、医療資源が足りなくなるため、やむ

をえず、救急事故現場において、患者の治療順位、

救急搬送の順位、搬送先施設の決定などを行わ

ざるを得ないことがあります。トリアージはま

た、病院の救命救急部門受付や、救急通報電話サ

ービスでも行われています。 

地震、水害、火山の噴火などの自然災害におい

ては、同様に被災地において、医療が逼迫する事

がありトリアージが必要になる事があります。

また大規模広範囲の事故、テロ、侵攻などの人為

災害においても同様に急激に外傷を受けた被災

者が急増します。世界で起こっている侵攻にお

いては避難民の人も同様な状況に置かれる事が

あります。海外からの避難民を受けて対応する

機会が増えてきました。それぞれ災害の種類や

時期によって状況は異なることがあります。一

方、災害対応の中心的な問題である、不安、恐怖、

喪失、再適応への障害への対応という点は、いず

れの災害において共通であり、コアとなる部分

であると考えています。 

今回の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の蔓延している状態は、まさに災害と同じよう

に考えられます。医療に対して、多くの患者さん

を対応せざるを得ないため、医療崩壊のニュー

スがよく聞かれています。 

同様に精神的な面でも多くの一般の市民の皆

様が、感染症に関して、不安を感じています。こ

れは現状では当然の事です。ただ、そのような不

安や、気分の落ち込み、焦りなどの症状が、普段

の生活を脅かす状態になる事もあります。 

また、実際にどのような点を考慮して、ハイリ

スクの方を対応していったらいいかお困りの事

もあるかと思います。 

その時には、このようなトリアージ・スクリー

ニング表を用いて、セルフチェックすることも

役立つかもしれません。 

 

3．2 トリアージの限界 

トリアージは必ずしも万能ではありません。

わずかな時間での問診や面談、あるいは電話相

談だけでは、病態を完全に把握したり、判断する

ことが困難な事があります。こちらの表は、診断

には用いることはできません。またあくまで、補
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助的なものですので、ご心配の時には、各都道府

県、政令指定都市の精神保健福祉センターなど

に、相談窓口がありますので、そちらにご連絡す

る事をおすすめします。 

アンダートリアージとオーバートリアージと

いう言葉もあります。実際の緊急度よりも過小

評価する事をアンダートリアージといい、その

まま放置すると病態悪化になる可能性があり、

リスクのある人が逆に医療機関にたどり着かな

い危険性があります。 

逆に実際の緊急度よりも過大評価する事をオ

ーバートリアージといいます。これが多くなり

ますと、多くの方が医療機関に殺到することが

あり、医療・保健資源を消耗してしまうリスクが

あります。このように、トリアージ・スクリーニ

ングはあくまで、補助的なもので、最終的にはそ

こで対応している人の判断や、対象者の状況を

十分に考慮して、判断していただく事になりま

す。 

メンタルヘルスの相談員はトリアージに関し

ては、精神的な状況を聞いて、評価、診立てをし

ます。心理的トリアージという視点からは、気持

ちの状態を診立てて、スクリーニングして、つな

ぎ先を作る事と考えています。緊急性に応じて、

①精神科医療機関に依頼する例、②精神保健機

関に依頼する例、③自分及び、周囲のサポートで

メンタルヘルスを保持する例、 の 3 つに大き

く分かれると考えています。 

心理的なトリアージとしては、緊急性が一番

高く、すぐに精神科医療機関に依頼する、頼った

方がいい色を「紫」、今すぐにではないが、可及

的速やかに精神科医療機関に依頼する、頼った

方がいい色を「赤」、精神保健などの相談に継続

的に依頼する、頼った方がいい色を「黄」、心配

はあるが、自分自身や周りのサポートを得なが

ら経過を見ていく状態の色を「緑」としましょう。 

 また、災害時やパンデミック等の緊急事態に

なり、多くの対象者が出ることがあります。医療

機関や相談機関のキャパシティ（受け入れられ

る限界）があります。患者さんや不調のある人が

多くなると、このトリアージでは多くの人が受

診や相談が多くなると、その場合には条件を緩

めて、よりリスクの高い人を優先させざるを得

ない状況もあります。ここでいえば、紫は絶対的

なハイリスクですが、黄や赤が多すぎてしまう

場合、黄の条件を緩める、今まで赤であったもの

を黄にせざるを得ないことも発生する可能性が

あります。先ほど、アンダートリアージをさける

事が重要といいました。しかし、状況が悪化した

場合には、ひとつの判断基準として参考にする

程度にして、現場、その組織の判断を優先してい

ただく事になる可能性があります。 

 

3.3 緊急性の判断 

こころが辛くなるときに、一番重症な状態は、

死にたくなってしまう状態のように思われます。

原因は様々あります。強いストレスがかかった

時、身体・精神的な疾患にかかってしまったとき、

経済的な問題や人間関係に苦しむ時などにその

ようになる可能性があります。 

そのような時には、精神医療・保健の専門家に相

談するようにしましょう。 

 1 人で考えていると極端な考えに偏ってしま

うことがあります。注意しましょう。 

 

「紫」 

一番緊急性・危険性が高い状態です。 

 

皆様にどのような出来事が起こったか、その

種類、影響があった時間を考えてみましょう。例

えば、非常に大きなショックを受ける出来事が

起きて、それが解決されずに長く続く場合は注

意が必要です。また、そのショックな出来事が頭

から離れない事、出来事の記憶がなくなってし

まう事、普段とは違う気分の落ち込みが 2 週間

以上続く事、自分自身が命の危険性を感じる様

な状況にあった事、他の人が大変苦しむ姿を見

続けたり、支援し続けてしまった事を経験され

たときには、こころが強く傷ついている可能性

があります。また、そのような辛い状況にもかか

わらず、誰からも支援されない状況であれば、そ

のリスクは更に高くなるでしょう。 

この紫ですが、上記の状況等があり、さらに自

分が消えてしまいたい、自分を傷つけてしまい

たくなる気持ちになった時には、トリアージと

しては、「紫」として考えましょう。自分自身を

傷つけてしまいたい、もしくは他の人を傷つけ

てしまいたいと考えてしまうときは特に注意が

必要です。命の危険性があるので、早く精神科医

療機関に依頼、相談した方が望ましいと考えま

す。 

 

「赤」 

二番目に緊急性・危険性が高い状態です。 

 

上記の中で、自分自身や他人を傷つけてしま

いたいというところまではいかないが、それ以

外の非常に大きなショックを受ける出来事が起

きて、それが解決されずに長く続く事は強いス

トレスになります。 

また、そのショックな出来事の事が頭から離

れない事、自分自身を否定的に考えてしまう事、
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出来事のその間の記憶がなくなってしまう事、

普段とは違う気分の落ち込みが 2 週間以上続く

事、自分自身が命の危険性を感じる様な状況に

あった事、他の人が大変苦しむ姿を見続けたり、

支援し続けてしまった事を経験されたときには、

こころが強く傷ついている可能性があります。 

気分の落ち込みが長く続き、興味が失われ、食

欲が落ちてしまったり、眠れなくて普段より多

くのお酒を飲んでしまったりするときは注意が

必要です。自分で症状を軽くしようとして、お酒

は身近に手に入りますが、時に抑うつ症状が悪

化することがあります。感染症に関しては、

COVID-19 に感染した、家族、大事な人が亡くな

った、極度のパニック状態になることや、強い恐

怖を感じる事、本人・家族が COVID-19 によって

直接的な命の危険にさらされている事、COVID-

19 による他人の死や重症な人を見た事、凄惨な

話を聞き続ける事などが当てはまります。自然

災害、人為災害、避難民対応等においても、同様

な状況が当てはまります。 

そのような状態は「赤」としましょう。この時

にはできるだけ速やかに精神科医療機関に依頼

したり、頼った方がいいと考えます。安心できる

機関に頼って、安心感を取り戻してください。 

 

「黄」 

三番目に緊急性・危険性が高い状態です。 

 

「紫」や「赤」ほどではないが、少なからずメ

ンタルヘルスの問題や、精神的に不安定な事が

考えられる状態です。家族、大事な人が感染、入

院、施設に入ったか、 今回の COVID-19 関連の病

気に、本人または家族が罹患した事、入院させら

れた、検査させられた、または発熱後対応が遅れ

た事、現在家族とはなれて隔離されている事、精

神疾患の既往がある事、以前に感染の既往があ

り、恐怖を感じていた事があるなどが当てはま

ります。自然災害、人為災害、避難民対応等にお

いても、同様な状況が当てはまります。 

この時には、「黄」と考え、精神保健などの相談

に継続的に依頼する、頼った方がいいでしょう。 

 

「緑」 

四番目に緊急性・危険性が高い状態です。 

 

上記であげた項目に当てはまらない場合は、

「緑」として、少なからず不安はある事が多いの

で、自分自身でのケアで経過をみていくように

しましょう。ただ、黄に変動する事もあるのでそ

の際には黄の対応をしてください。 

 

注意点 

以下、心理的トリアージ例を示します。過去の

海外や日本の災害や感染症対応の指標から作成

したトリアージ例です。COVID-19 関連の心理ト

リアージ例、災害（自然災害、人為災害）心理ト

リアージ例、 避難民（迫害、戦争、暴力のため

に故郷から逃れることを余儀なくされた人々）

の心理トリアージ例を示しました。  

あくまで例ですので、現場の判断の補助にお

役立てください。相談員の方がご使用の際に、も

しあまりに多くの「赤」「黄」が出た場合は、そ

の中でも対象相談者の置かれた状態を考慮して、

相談員の上役、精神保健医療の専門性のあるア

ドバイザー（医師、看護師、心理職、精神保健福

祉士など）などに相談して優先順位をつけて、ご

判断ください。 

 また大きな注意点として、この心理的トリア

ージは、その時の心理的な状態は変動する事が

あるので、必要に応じて、トリアージし直してく

ださい。また、それぞれの状態、色の評価がされ

たとしても、疑わしい、もしくはハイリスクであ

ると考えたときには、一つ上の色として対応し

てください。つまり、緑→黄、黄→赤、赤→紫 と

いうように、オーバートリアージ気味になりま

すが、見逃しよりも空振りの方が安全であると

いう考えから、一段階上に上げる事があります。 

 

・COVID-19 トリアージ例 

紫：自傷他害の危険性あるか？ 

赤：極度のパニック、恐怖を感じる、表現して

いる 

本人、家族が COVID-19 によって直接的な命の

危険にさらされている、さらされていた 

COVID-19 による他人の死や重症な人を直接見   

た 

親、子ども、家族の死があった 

入院させられた、検査させられた、または発熱

後対応が遅れた 

現在、家族とはなれて隔離されている 

誰も私の事を心配してくれない・頼れる人がい

ない 

現状に対して自分のせいと感じて、とても申し

訳なく自分を責めている。自分が無力に感じる 

あまりのショックに記憶がない時期がある 

2週間以上とても落ち込んでいる 

COVID-19 に関わる、つらい記憶が突然よみがえ

ったり、関連する場所にいけなくなって困って

いる 
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将来どうしたらいいかわからない 

黄色：  

今回の COVID-19 関連の病気を本人/家族が罹患

した 

家族と離別した 隔離されていた 

感染の可能性があり、不安、恐怖があった 

入院や施設への入所ができなくて、不安、恐怖

があった 

精神疾患の既往がある 

以前に感染の既往がある 

緑：これらの項目に当てはまらない 

 

・災害（自然災害、人為災害）  

心理トリアージ例   

 

紫：自傷他害の危険性あるか？ 

赤：極度のパニック、恐怖を感じる、表現して

いる 

本人、家族が災害によって直接的な命の危険に

さらされている、さらされていた 

災害による他人の死や重症な人を直接見た 

親、子ども、家族の死があった 

ペットの死があった 

災害関連の病気・怪我を本人や家族がした 

誰も私の事を心配してくれない・頼れる人がい

ない 

現状に対して自分のせいと感じて、とても申し

訳なく自分を責めている。自分が無力に感じる 

あまりのショックに記憶がない時期がある 

2週間以上とても落ち込んでいる 

災害に関わる、つらい記憶が突然よみがえった

り、関連する場所にいけなくなって困っている 

将来どうしたらいいかわからなく困惑している 

黄色：  

自宅が住めない状態である。 

家族とはぐれた（会えていない） 
精神疾患の既往がある 
以前に被災経験がある 
緑：これらの項目に当てはまらない 
 
・避難民（迫害、戦争、暴力のために故郷から

逃れることを余儀なくされた人々） 
心理トリアージ例                             
 
紫：自傷他害の危険性あるか？ 

赤：極度のパニック、恐怖を感じる、表現して

いる 
本人、家族が迫害、戦争、暴力のために直接的

な命の危険にさらされている、さらされていた 
迫害、戦争、暴力のためによる他人の死や重症

な人を直接見た 
親、子ども、家族の死があった 
ペットの死があった 
捕らえられた、拷問された 
現在、家族とはぐれている、もしくは行方不明

である 
誰も私の事を心配してくれない・頼れる人がい

ない 
現状に対して自分のせいと感じて、とても申し

訳なく自分を責めている。自分が無力に感じる 
あまりのショックに記憶がない時期がある 
2週間以上とても落ち込んでいる 
迫害、戦争、暴力のためによる関わる、つらい

記憶が突然よみがえったり、関連する場所にい

けなくなって困っている 
将来どうしたらいいかわからない 
黄色：  
自宅が住めない状況である 
家族とはぐれた（連絡は可能） 
精神疾患の既往がある 
以前に迫害、戦争、暴力の既往がある 
緑：これらの項目に当てはまらない 
 
3.4 医療者、支援者の例（直接的または間接的

に関与しているハイリスクの方への対応例） 
 
現在、医療者や COVID-19 の支援者は、実際の

COVID-19患者さんへの対応に関わり、感染リス

クが高く、不安、抑うつなどの症状が強い事が言

われています。同様に、地震、水害、火山の噴火

などの自然災害においては、被災地において、支

援者が災害現場などに入り対応することがあり、

支援者も強いストレスを受ける事があります。ま

た大規模広範囲の事故、テロ、侵攻などの人為災

害においても同様に急激に外傷を受けた被災者が

増え、その危険な状況下で対応をする支援者も同

様に強いストレスを抱えます。世界で起こってい

る侵攻においては避難民の人も強いストレスがあ

り、その支援をする支援者も、支援を通して自分

の事のように代理受傷する事や安全が確保されて



 57 

いない地域での対応など、積極的な支援の中で、

精神的に辛くなる事があります。それぞれ災害の

種類や時期によって状況は異なりますが、一方、

不安、恐怖、喪失、抑うつを体験する被災者への

対応をするという支援者という点は、いずれの災

害において共通の部分があり、支援者においても

同様の心理的な影響を受けやすく、支援者支援が

必要と考えられています。ここでいう支援者とは

患者さんの搬送、収容業務、ボランティアの方な

ど病院で勤務するすべての職種や、保健所、精神

保健福祉センター、その他多くの保健と行政に関

わる職種、警察、消防など、患者さん及び、疑い

の方に関わる可能性のある職種としています。 
またウイルスへの曝露のリスクもあったり、周

囲からそのように扱われる事があり、誹謗中傷や

偏見、差別などに合う事が医療者とその家族で起

きています。自然災害や人為災害、避難民対応に

おいても同様に、医療者、支援者はハイリスクと

考えています。 
 
以下に例を示します。過去の海外や日本の災害

や感染症対応の指標から作成したトリアージ例で

す。あくまで例ですので、現場の判断の補助にお

役立てください。もし多くの「赤」、「黄」が出た

場合は、その中でも職場の環境や対象者の置かれ

た状態を考慮して、管理者、産業医などに相談し

て優先順位をつけてください。 
  
例として、以下に示します。感染症対応、自然

災害、人為災害、避難民対応等において、現場で

の状況に応じて柔軟にご対応ください。 
 
「赤」 
•痛みや恐怖で患者が叫び続けている場面に曝

露されましたか？   
•あなたがケアしている患者の死や重症な外傷

を目撃しましたか？  
•あなた自身の専門でない事をしなければいけ

ませんでしたか？（普段の業務でなれていない

作業をせざるを得ず、緊張しているなど）  
•明らかに長期の勤務や危険な環境下での勤務

を強いられましたか？  
•同僚が重症な外傷をうける、病気になる、死

亡する事がありましたか？ 
•家族や重要な人にあったり、連絡取れないこ

とがありましたか？ 
•危険な目に遭ったと感じましたか？  
•患者さんの対応を、何らかの安全性の問題で

中止しないといけない事がありましたか？  
•職場や家で自身や家族が、大きな人間関係を

損なうことや誹謗中傷、偏見、差別、非難の対

象になりましたか？  
「黄」 
あなたが、身体的トリアージで助かる見込みが少

ない「黒」と判断したり、これから死亡していく

例の身体的トリアージをしましたか？ その時、

心理的苦痛を感じましたか？ 
•薬剤や検査機械がないなどの状況下で患者に

対応出来ない事がありましたか？ 
•遺族に会い、怒りをぶつけられましたか？ 
•派遣中、対応中で家を不在時に家族や大事な

人やペットが危険な目に遭いましたか？ 
•派遣中、対応中で家を不在時にあなたがケガ

をするなどの経験がありましたか？ 
•児童患者の死亡や大けがに遭遇しましたか？ 
•圧倒的な多くの死者に遭遇しましたか？ 
•家に帰れませんでしたか？ 
•感染症の影響で自身の健康の問題がありまし

たか？ 
•他の人からサポートをうけていませんか？  
•自分自身の安心感や倫理観が揺さぶられて、

勤務が辛くなりましたか？ 
 
「緑」 
•上記の要素がない 
どれかに当てはまりましたか？ 
 
・COVID-19 関連 
医療者・支援者の心理トリアージ例（トリアー

ジ表より詳細版）                     
紫：自傷他害の危険性あるか？ 
赤：極度のパニック、恐怖を感じる、表現して

いる 
本人、家族が COVID-19 によって直接的な命の

危険にさらされている 
COVID-19 に関連して痛みや恐怖で患者が叫び

続けている場面に曝露されましたか？  
あなたがケアしている患者の死や重症な外傷を

目撃しましたか？ 
あなた自身の専門でない事をしなければいけま
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せんでしたか？（普段の業務でなれていない作

業をせざるを得ず、緊張しているなど）  
明らかに長期の勤務や危険な環境下での勤務を

強いられましたか？ 
同僚が重症な外傷をうける、病気になる、死亡

する事がありましたか？ 
家族や重要な人にあったり、連絡取れないこと

がありましたか？  
危険な目に遭ったと感じましたか？  
患者さんの対応を、何らかの安全性の問題で中

止しないといけない事がありましたか？  
職場や家で自身や家族が、大きな人間関係を損

なうことや誹謗中傷、偏見、差別、非難の対象

になりましたか？ 
誰も私の事を心配してくれない・頼れる人がい

ない 
現状に対して自分のせいと感じて、とても申し

訳なく自分を責めている。自分が無力に感じる 
あまりのショックに記憶がない時期がある 
2週間以上とても落ち込んでいる 
COVID-19 に関わるつらい記憶が、突然よみが

えったり、関連する場所にいけなくなって困っ

ている 
黄：感染の可能性があったあなたが、身体的ト

リアージで助かる見込みが少ない「黒」と判断

したり、これから死亡していく例の身体的トリ

アージをしましたか？ その時、心理的苦痛を

感じましたか？  
薬剤や検査機械がないなどの状況下で患者に対

応出来ない事がありましたか？ 
遺族に会い、怒りをぶつけられましたか？ 
派遣中、対応中で家を不在時に家族や大事な人

やペットが危険な目に遭いましたか？ 
派遣中、対応中で家を不在時にあなたがケガを

するなどの経験がありましたか？  
圧倒的な多くの死者に遭遇しましたか？ 
緑：これらの項目に当てはまらない 
 
・災害（自然災害・人為災害）対応 
医療者・支援者の心理トリアージ例                    
紫：自傷他害の危険性あるか？ 
赤：極度のパニック、恐怖を感じる、表現して

いる 
本人、家族が災害によって直接的な命の危険に

さらされている 

災害に関連して痛みや恐怖で患者が叫び続けて

いる場面に曝露されましたか？  
あなたがケアしている患者の死や重症な外傷を

目撃しましたか？ 
あなた自身の専門でない事をしなければいけま

せんでしたか？（普段の業務でなれていない作

業をせざるを得ず、緊張しているなど）  
明らかに長期の勤務や危険な環境下での勤務を

強いられましたか？ 
同僚が重症な外傷をうける、病気になる、死亡

する事がありましたか？ 
家族や重要な人と連絡取れないことがありまし

たか？  
危険な目に遭ったと感じましたか？  
患者さんの対応を、何らかの安全性の問題で中 
止しないといけない事がありましたか？  
職場や家で自身や家族が、大きな人間関係を損

なうことや誹謗中傷、偏見、差別、非難の対象

になりましたか？ 
誰も私の事を心配してくれない・頼れる人がい

ない 
現状に対して自分のせいと感じて、とても申し

訳なく自分を責めている。自分が無力に感じる

あまりのショックに記憶がない時期がある 
2週間以上とても落ち込んでいる 
災害対応に関わるつらい記憶が、突然よみがえ

ったり、関連する場所にいけなくなって困って

いる 
黄：あなたが、身体的トリアージで助かる見込

みが少ない「黒」と判断したり、これから死亡

していく例の身体的トリアージをしましたか？ 

その時、心理的苦痛を感じましたか？  
十分な安全が確保されない状況で患者に対応し

て、強い不安を感じましたか？ 
遺族に会い、怒りをぶつけられましたか？ 
派遣中、対応中で家を不在時に家族や大事な人

やペットが危険な目に遭いましたか？ 
派遣中、対応中で家を不在時にあなたがケガを

するなどの経験がありましたか？  
圧倒的な多くの死者に遭遇しましたか？ 
緑：これらの項目に当てはまらない 
 
3.5 まとめ 
心理的トリアージの例と、注意点を記しまし

た。トリアージは診断ではなく、あくまで補助

的な評価である事、リスクが高いと感じたら、

リスクの高い人への声かけ、サポート、受診を

すすめる事、相談をすすめる事に躊躇をしない

でいただきたいと思っています。また支援者対
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応しているご自身においても同じ事が言えま

す。こころの傷は周りから見えにくいことがあ

ります。被災した、影響を受けた人へのご配慮

をよろしくお願いいたします。また支援者にお

いては、自分の背中は見えにくいです。ですか

ら、自分自身のこころを見て、また大事な人、

仲間の背中をみてあげてください。もし、その

人のこころに、小さいとげ、大きいとげがささ

って、こころが傷ついていたら、教えてあげて

ください。そっと、やさしく声をかけてくださ

い。自分のこころを守る事ができるのはご自身

です。今は、COVID-19 の蔓延しているとても

大変な状況です。また、自然災害、人為災害、

感染症対応、避難民対応などの緊急事態の対応

ではこころが疲れたり、傷ついたり、泣きたく

なったり、怒りがでたりしてもまったくおかし

くありません。こんな大変な時期ですから、

「つらいんです、助けてほしい」と言っていい

んです。 
COVID-19 の影響、自然災害、人為災害、感染

症対応、避難民対応などの緊急事態の影響がな

くなる時期が必ずきます。その時の為に、ゆっ

くりで構いません。休みながらで構いません。

一緒にゴールを目指して自分のペースでゆっく

り歩いて行きましょう。そのための一つの羅針

盤と思って活用いただけるととてもうれしいで

す。 
このバージョンでは、COVID-19 の影響に加え

て、自然災害対応と、避難民の対応の例も追加

しました。自然災害では、住居のダメージや地

域の絆が崩壊して、ストレスが高まる事があり

ます。また避難民対応では、人為的な災害の観

点から、より精神的な影響や恐怖体験、死者を

見る機会が増えるとストレスが高まる事があり

ます。安心できる場所で、安心感を提供してい

ただけたらと思います。支援者の皆様がご自身

のこころの状態のケアをしながら、安全に日々

の対応をされますことを祈念しております。 
 
以下のポイント、行動傾向も観察してみてくだ

さい。危険な徴候の例です。 
 
（RAPID PFA より） 
注意すべきポイント 
1.衝撃的な場面に出くわした程度の重症度（強

度 × さらされた時間） 
COVID-19 にかかった本人、家族の衝撃・死・

辛い体験 X 長い方が重症 
2.感染後に生じた罪悪感、自己に対する否定的

な評価があるかどうか 

3.感染後の傷つき体験とその時の事を思い出せ

ないことがあるか 
4.感染後の傷つき体験との抑うつ症状（心的外

傷体験の最中および直後の時期に生じるもの） 
5.感染で死を覚悟した、辛かったと自覚する入

院・隔離体験 
6.精神医学的な既往歴がある、特に急性ストレ

ス障害または心的外傷後ストレス障害など 
7.周りに助けてくれる人がいない、少ないと感

じる社会的支援の認識の欠如 
8.感染に関わる人の遺体を見た体験 
 
 
注意すべき行動傾向 
1.衝動的な行動傾向（パニックになって、普段

しないような危険な行動を行う傾向） 
2.認知能力（洞察力、記憶力 、問題解決）の低

下。しかし、最も重要なのは、自分の行動の結

果を理解する能力の低下（普段だったらしない

ような判断力、集中力の低下） 
3.未来志向の急な喪失や無力感（先の事に、安

心感が持てない、どうにもならないと自分に無

力感を感じ、先が見えないと感じている） 
 
（参考文献） 
高橋 晶、高橋 祥友編. 第 4章 主な精神疾

患 精神関連のトリアージ・スクリーニング災

害精神医学入門（災害に学び、明日に備える）

金剛出版 2015 p79－87 
 
高橋 晶編. 災害支援者支援 日本評論社 日

本評論社 2018  
 
日本集団災害医学会監修 DMAT標準テキスト

へるす出版; 改訂第 2版  2015 
 
GEORGE S. EVERY, JR. & JEFFREY M. LATING.  
THE JOHNS HOPKINS GUIDE TO 
PSYCHOLOGICAL FIRST AID 
Johns Hopkins University Press; 1st edition. 2017 
 
Merritt Schreiber. PSYSTART® RESPONDER 
AND VICTIM TRIAGE INCIDENT 
MANAGEMENT SYSTEMS. 
https://www.camft.org/Portals/0/PDFs/CRERC/PsyS
TART_Overview.pdf?ver=2019-07-09-123201-403 
 
Schreiber MD, Yin R, Omaish M, Broderick JE. 
Snapshot from Superstorm Sandy: American Red 
Cross mental health risk surveillance in lower New 
York State. Ann Emerg Med. 2014 Jul;64(1):59-65. 
doi: 10.1016/j.annemergmed.2013.11.009. Epub 
2013 Dec 22. PMID: 24368053. 
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厚生労働科学研究費（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

「精神保健医療従事者による、新型コロナウィルス感染症や自然災害等に起因した 

     心のケアに対する心理的アセスメント及び応急処置介入方法の適切な提供体制の 

     構築と、それに伴うメンタルヘルスの維持向上に資する研究」 

メンタルヘルス向上の啓発活動を支援するためのオンラインの活用 
 

研究分担者：萱間真美（聖路加国際大学） 

研究協力者：木戸芳史（浜松医科大学）瀬戸屋希（聖路加国際大学） 

青木裕見（聖路加国際大学）小山達也（聖路加国際大学）小林大輝（東京医科大学） 

岡田佳詠（国際医療福祉大学）天野敏江（国際医療福祉大学）根本友見（国際医療福祉大学） 

香月富士日（名古屋市立大学） 

 

研究要旨 

【目的】オンライン技術を活用したリモートによるメンタルヘルス支援が注目されてお

り、支援の対象も多岐にわたっている。本研究では、本分担研究班で令和 2年度に作成

した「新型コロナウィルス流行下におけるメンタルヘルス問題への対応マニュアル」の

オンラインによるメンタルヘルス支援について、紛争や災害等の影響を受けている人た

ちへの支援も含めた内容のアップデートを行うことを目的とした。 

【方法】リモートによるメンタルヘルス支援の文献検討および支援の提供者へのヒアリ

ングを実施し、得られた示唆をアップデート版に反映させることとした。文献検討では

①戦争被害時 ②自然災害時 ③新型コロナウィルス（および感染症）にわけて検討し、

ヒアリングでは相談員 2名を対象にオンラインでインタビューを実施した。 

【結果・考察】新型コロナウィルスの感染流行に伴い、リモートによるメンタルヘルス

支援への需要がより一層増し、実際に様々に提供されるようになっていること、さらに

その質の確保が重要になっていることが示唆された。セキュリティへの配慮、相談対応

者の研修と質の確保等に関する内容、および災害等による避難者への支援や相談体制の

実態を追記し、マニュアルをアップデートすることができた。 

 

Ａ.研究目的 

新型コロナウィルスの流行およびその後の影響

は、人々のメンタルヘルスにも大きな負荷を与

え、メンタルヘルスの維持・向上のための支援シ

ステムの構築が喫緊の課題となっている。その 1

つとして、リモートによるメンタルヘルス支援が

注目されており、軽度のメンタルヘルス不調につ

いては、各種サイトを通じて提供されるセルフケ

アに関する情報や感情表出の場の提供で改善が望

める場合が多い。一方、自殺や他害行為につなが

る可能性がある場合は、対面支援を含む専門的介

入に結びつけること（LINK）が不可欠である。 

こうした背景から、本分担研究班では、これま

でに、厚生労働行政推進調査事業費補助金によっ

て「新型コロナウィルス流行下におけるメンタル

ヘルス問題への対応マニュアル」（以下、マニ

ュアル令和 2年度版」と略）の「第３章 オンラ

インによるメンタルヘルス相談」を担当し、リ

モートによるメンタルヘルス支援に焦点をあ

て、電話相談・メール相談・SNS相談等のリモー

トによる相談支援の際に活用できるマニュアル

を作成した。 

リモートによるメンタル支援に関する情報は

日々更新されていること、またリモートによる

メンタル支援を必要とする対象は、新型コロナ

ウィルスの罹患者のみならず、自然災害等の被

災者も該当することから、本研究では、文献検

討および関係者へのヒアリングによって関連情

報を整理し、「マニュアル令和 2年度版」をア

ップデートと整備を行うことを目的とした。 
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Ｂ.研究方法 

1）文献検討 

①戦争被害・難民・避難民等へのリモートによ

るメンタルヘルス支援 ②自然災害時のリモート

によるメンタルヘルス支援 ③新型コロナウィル

ス（および感染症）におけるリモートによるメン

タルヘルス支援 の 3つをテーマについて、検討

を行った。 

2) ヒアリング 

機縁法により抽出したリモート支援に従事する

相談員 2名について、テレビ会議システムを用い

て、以下の項目をヒアリングした。 

1. リモート支援を開始した背景 

2. 使用している遠隔技術 

3. 支援における困難・課題／好事例 

4. リモート支援における配慮 

5. 相談の背景によって特徴的なこと 

本研究は、国立研究開発法人国立国際医療研究

センターの倫理審査委員会の承認を得て実施した

（NCGM-S-004593-00）。 

 

Ｃ.研究結果 

1) 文献検討 

①戦争被害・難民・避難民等へのリモートによる

メンタルヘルス支援 

検索日（2022 年 10月 6日時点）においては、

2022 年に勃発した「ロシアによるウクライナ侵

略」（日本政府による呼称）に関連したリモート

によるメンタルヘルス支援に関する原著論文は存

在しなかった。原著論文以外に検索範囲を広げる

と、Letterや Correspondingという分類で掲載

された文献が３件抽出された 1-3)。 

この３件の文献のうち、２件 1,2) は戦争被害に

あった人に起こる可能性があるメンタルヘルス上

の問題と、その人たちにどのような支援が必要な

のかについて、先行研究を踏まえて紹介されてい

るものであった。これらの文献には原子力施設に

被害が及んだ場合に備えた対応リストも示されて

いた。 

もう１件の文献 3) には、ウクライナからの難

民、ウクライナやロシアに背景をもつ日本人と

いった、リモート支援を行う私たちにとって対

象者になり得る人のメンタルヘルス上のリスク

要因について示されていた。 

ウクライナからの難民は、残虐行為だけでな

く、愛する人、財産、仕事、教育などを失った

経験があると考えられ、中には拷問やその他の

個人的な暴力を経験した人もいるかもしれな

い。国から脱出するのも大変だったうえに、日

本に定住するのも大変であり、慣れない環境に

適応するのに苦労するかもしれない。言語や文

化の壁は、適応プロセスにおいて大きな障害と

なるため、精神的に大きな問題を抱えているこ

とが予想される。 

また、ウクライナ人やロシア人としての背景

を持つ日本人は、これらの国に家族、親戚、友

人を持っているため、母国の人々と自分を同一

視している可能性があり、様々なストレス体験

や深刻な苦痛を受けている可能性がある。また、

これらの人々は、通訳やボランティアとして難

民をサポートする可能性があり、人種差別やヘ

イトクライムのターゲットになる可能性がある

ことにも注意が必要であると示している。 

この文献にはリモートによるメンタルヘルス

支援という形に特化した言及はなかったが、彼

らがリモートによる支援を求めてきた際には、

上記のような背景があることを理解することが

必要であると考えられる。 

②自然災害時のリモートによるメンタルヘルス

支援 

国内の文献では、東日本大震災や COVID-19感

染症流行下の電話相談による活動実態の報告が

されていた。また、自治体の支援者用マニュア

ルや、成人むけ・児童むけのパンフレット等
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が、大学や研究機関によって作成・公表されてい

た 4-6)。 

リモートによる支援の大半は電話相談であり、

専用電話を設置し、夜間週末など 24時間の対応

を行っている場合もあった。また、前田ら 7)はア

ウトリーチ型の電話支援を行っており、自治体等

と協力して避難者にアンケートを送付し、ハイリ

スク者に架電する方法が紹介されていた。リモー

トによる支援は、サポート資源の少ない地域での

有効性が報告されていた 8)。 

支援に際しては、場や枠組みの設定、援助姿

勢、支援者自身のケアやトレーニングの重要性が

指摘されており、近年では研修やコンサルテーシ

ョンが遠隔で行えることも報告されていた 7)。 

海外の文献では、アフリカやアジアでの地震、

洪水、ハリケーンなどの自然災害におけるリモー

トによるメンタルヘルス支援の実施が報告されて

いた 9,10)。具体的には、オンラインで直接被災者

とコミュニケーションをとる方法に加え、必要

時、現地の医療機関や相談機関に紹介することも

行われていた。さらに、現地の支援者が被災者に

適切なメンタルヘルス支援を実施できるよう遠隔

地からトレーニングをしたり、ケースコンサルテ

ーションを受けたりといった介入も実施されてい

た 9）。また支援者の介入が難しい場合のメンタル

ヘルス支援として、うつや PTSDの症状のある人

を対象にセルフケアを促すモバイルアプリケーシ

ョンの開発も報告されていた 11,12)。 

③新型コロナウィルス（および感染症）における

リモートによるメンタルヘルス支援 

コロナ禍での急速なデジタルメンタルヘルス拡

大に伴うレビューでは、精神科医や患者がデジタ

ルメンタルヘルスを使用する主な障壁は、技術的

リテラシーの低さ、重度の精神障害の場合、治療

同盟が低下する考えがあるとされ 13)、高齢者の場

合には、技術的な適応への課題があり 14)、対象者

の特性に合わせた技術的な支援や、リモート支

援が効果的な対象者の特定の必要性が考えられ

た。 

遠隔診療を利用したサービス利用者の調査で

は、慣れ親しんだ臨床医との接触を保てる遠隔

診療の利便性を評価していた。一方でほとんど

の参加者は、非言語的な合図がなく、治療上の

安全な空間が失われることで、治療関係の構

築、評価、精神的健康の悪化の特定が困難にな

ると報告しており 15)、対面とリモートの相談の

特徴を見極め対応する必要性が示唆されてい

る。 

リモート支援に関する質保証の観点では、国

際標準化機構 16)や米国心理学会 17)がリモート支

援に関するガイドラインを出しており、具体的

には、テレサービスや遠隔医療における法的・

倫理的・技術的内容について、リモート支援の

質を維持・管理・問題への対処を行う仕組みを

整備する必要性が報告されていた。 

2) ヒアリング 

①東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故

に伴う避難者に対するリモート支援 

福島県相双地区では、東日本大震災後と福島

第一原子力発電所事故によって多くの住民が県

内あるいは県外にて避難生活を行っている。

2022 年 4月現在でも避難を続けざるを得ない住

民は多く、相馬広域こころのケアセンター（相

馬市、南相馬市）では避難されている人への支

援も継続的に行なっている。 

リモート支援の使用媒体としては電話がほと

んどであり、その内容は「行政からの相談」、

「避難者本人からの相談」に大別される。「行

政からの相談」は、保健所、市町村保健センタ

ー、基幹相談支援センターなどが支援している

避難者についての相談がこころのケアセンター

に寄せられたものであり、基本的には支援担当
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者に対してアドバイスを行うという間接的なリモ

ート支援を実施している。ただし、複雑な問題を

抱えている避難者については、現地の支援者と一

緒にこころのケアセンターの職員が訪問支援を行

うなど、直接ケアで対応することもある。 

後者の避難者からの相談内容は多彩であり、

「避難先で周りの人とうまくいかず孤立してい

る」といった避難先からの相談もあるものの、

「県外に避難していて戻ったばかりだが、生活が

ままならない」、「子どもが戻ってきたが不登校

になってしまった」、「戻ってきたが仕事が見つ

からない」、「これまでは賠償金があったが、そ

れが尽きてきて生活が困窮してしまった」、「戻

ってきたが以前と違うコミュニティーになってし

まい馴染むことができない」、「以前はあったデ

イサービスがなくなり、居場所がなくなってしま

った」といった、帰還後の環境に関する相談も多

くある。相談者の居住地域は様々であるため、基

本的には相談者の地域にあるこころのケアセンタ

ー等につなぐが、管轄の地域に暮らしている人

や、戻ってくる予定の人に対しては電話相談を続

けながら、必要に応じて来所相談や訪問を行なっ

ていた。 

②リモートによるメンタルヘルス支援の相談員か

つ指導者（心理職）へのヒアリング 

メンタルヘルス支援の研修を提供する立場とし

て、コロナの流行を受け、対人コミュニケーショ

ンの機会が減ったことなどから、コミュニケーシ

ョン方法や生きづらさを感じている人に対する関

わり方を知りたいというニーズが増えていること

が語られた。リモートでも傾聴のスキルが特に重

要であり、研修では理論の学習に加え、自身の対

応を録音して振り返ることやロールプレイを実施

して相談者の気持ちを体験することが有用である

としていた。実際の介入では相談員が孤立しない

よう相談をペアで受け持つ、定期的なケースカン

ファレンスをもつといった工夫をしていた。メ

ール相談では、文章の書き手と受け手とで認識

の違いが生じるのを防ぐために、返信内容を相

談員間で確認するといったことも有用であると

していた。 

 

Ｄ.考察 

文献検討およびヒアリングにより、新型コロ

ナウィルスの感染流行に伴い、リモートによる

メンタルヘルス支援への需要がより一層増して

おり、実際に様々に提供されるようになってい

ること、さらにその質の確保が重要になってい

ることが示唆された。海外では、倫理的配慮や

質の保証にむけたガイドラインも作成され報告

されていた。そこで、マニュアル令和 2年度版

について、セキュリティへの配慮、相談対応者

の研修と質の確保（研修、ケースカンファ、ス

ーパービジョン、複数名対応など）といった内

容を追記し、本年度版マニュアルに反映させる

ことができた。 

今後は、リモートによるメンタルヘルス支援

の介入方法や質の検証の段階に入ると考えら

れ、相談者や相談員、さらに相談体制等にまつ

わる評価も検討していく必要があると考えられ

た。 

 

Ｅ.結論 

リモートによるメンタルヘルス支援へのニー

ズが高まる中、関連情報の文献検討および関係

者へのヒアリングを実施し、令和 2年度版マニ

ュアルのアップデートをはかり最新版マニュア

ルを作成することができた。 

 

F．健康危険情報  なし 

 

G.研究発表  なし 
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（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 



 



令和5年4月1日 
 

 厚生労働大臣殿 
                                                                           
                              機関名 国立大学法人九州大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 総長 
                                                                                      
                              氏 名 石橋 達朗  
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
１．研究事業名 障害者政策総合研究事業 
２．研究課題名 精神保健医療従事者による、新型コロナウイルス感染症や自然災害等に起因した心のケア

に対する心理的アセスメント及び応急処置介入方法の適切な提供体制の構築と、それに伴うメンタル

ヘルスの維持向上に資する研究 
３．研究者名  （所属部署・職名） 九州大学病院・助教                                 
    （氏名・フリガナ） 村山 桂太郎・ムラヤマ ケイタロウ                                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 九州大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和５年３月２０日 
厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
                              機関名 国立大学法人筑波大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 永田 恭介           
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                                         

２．研究課題名  精神保健医療従事者による、新型コロナウイルス感染症や自然災害等に起因した心のケ

アに対する心理的アセスメント及び応急処置介入方法の適切な提供体制の構築と、それに

伴うメンタルヘルスの維持向上に資する研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名）  医学医療系・准教授                                

    （氏名・フリガナ）  高橋 晶 （タカハシ ショウ）                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 筑波大学 医の倫理委員会 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2023年4月24日 
 
厚生労働大臣  殿 
 

機関名 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 

所属研究機関長 職 名  理事長  
氏 名  國土 典宏   

 
   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理について

は以下のとおりです。 

１．研究事業名   障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名 精神保健医療従事者による、新型コロナウイルス感染症や自然災害等に起因した心のケアに対する

心理的アセスメント及び応急処置介入方法の適切な提供体制の構築と、それに伴うメンタルヘルス

の維持向上に資する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）  国立看護大学校・大学校長          

    （氏名・フリガナ）  萱間 真美・カヤマ マミ          

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ ■ 国立看護大学校 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：                 ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一
部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とす

る医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和５年３月３０日 
厚生労働大臣 殿                                         
                                                               
                               機関名  国立大学法人東京大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                           
                              氏 名  藤井 輝夫          
 

   次の職員の令和４年度 厚生労働科学研究費補助金 の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。 

１．研究事業名 障害者政策総合研究事業 

２．研究課題名 精神保健医療従事者による、新型コロナウイルス感染症や自然災害等に起因した心のケア

に対する心理的アセスメント及び応急処置介入方法の適切な提供体制の構築と、それに伴うメンタル

ヘルスの維持向上に資する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学系研究科 精神保健学分野・教授 

    （氏名・フリガナ）西大輔・ニシダイスケ 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：              ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                               
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

 



令和５年３月１４日 
  厚生労働大臣殿 
                                        
                               機関名 北海道大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 総長 
                                                                                      
                              氏 名 寳金 清博       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 障害者政策総合研究事業                                     

２．研究課題名 精神保健医療従事者による、新型コロナウイルス感染症や自然災害等に起因した心のケア

に対する心理的アセスメント及び応急処置介入方法の適切な提供体制の構築と、それに伴うメンタル

ヘルスの維持向上に資する研究                                

３．研究者名  （所属部署・職名）北海道大学病院・助教                      

    （氏名・フリガナ）堀之内 徹・ホリノウチ トオル                        

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 九州大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


